
 

 

 

 

 

 

第２期 

川西市子ども・若者未来計画策定に係る 

ＷＥＢ調査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月 

川 西 市 

資料２



 



 

 

目　次 

 

 

Ⅰ　調査の概要 ..................................................... 1 

１　調査の目的 ............................................................... 1 

２　調査対象 ................................................................. 1 

３　調査期間 ................................................................. 1 

４　調査方法 ................................................................. 1 

５　回答属性 ................................................................. 1 

 

 

Ⅱ　調査結果 ....................................................... 2 

 

 



 



1

Ⅰ　調査の概要 

１　調査の目的 

「第２期川西市子ども・若者未来計画（計画期間：令和７年度～令和 11 年度）」を策定するに

あたり、こども基本法やこども大綱、現在策定中の本市の（仮称）こども参加条例の趣旨を踏ま

えて、当事者である「こども・若者」の意見を聴取し、計画の策定過程に反映するため、調査を

実施しました。 

 

 

２　調査対象 

小学校５年生・中学校２年生・高校２年生・特別支援学校 

 

 

３　調査期間 

令和６年７月３日～令和６年７月２６日 

 

 

４　調査方法 

ＷＥＢによる回答 

 

 

５　回答属性 

 

 

 小学校５年生 中学校２年生 高校２年生 特別支援学校

 件数 685 件 958 件 143 件 2 件

 割合 38.3％ 53.6％ 8.0％ 0.1％
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Ⅱ　調査結果 

問　あなたにとって、川西市は住みやすいですか。 

「住みやすい」の割合が 81.3％と最も高く、次いで「住みにくい」の割合が 13.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】

回答者数 = 143

住みやすい

81.8%

住みにくい

16.1%

その他

2.1%

【小学生】

回答者数 = 685

住みやすい

88.3%

住みにくい

7.0%

その他

4.7%

【中学生】

回答者数 = 958

住みやすい

76.3%

住みにくい

18.1%

その他

5.6%

【全体】

回答者数 = 1,788

住みやすい

81.3%

住みにくい

13.7%

その他

5.0%



3

問　その理由を教えてください。 

「住みやすい」理由 

※ユーザーローカル テキストマイニングツールにより分析 

 

①主な意見のまとめ 

ž 楽しいからです。 

ž 優しい人が多い。 

ž うるさくないから。 

ž 都会でも田舎でもないから。 

ž 山がある（緑がある）。 

ž 必要なものが近くにあるから。 

ž 住みにくくはないから。 

ž 安心感があるから。 

ž 遊ぶとこがあるから。 

 

 

 

②ワードクラウド 

スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示しています。単語の色は品詞

の種類で異なっており、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。 
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「住みにくい」理由 

 

①主な意見のまとめ 

ž スーパーや病院などが少ないから。 

ž ルールを守らない人が多い。 

ž 公園が少ないし、せまいから。 

ž 帰り道に暗いところが多いから。 

ž 大きな商業施設などがない。 

ž バスの本数が少ないところが多い。 

ž 坂が多く、治安が悪い。 

ž コンビニが少ない。 

ž 飲食店が少ない。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　あなたはおとなになってからも川西市に住み続けたいですか。 

「住み続けたい」の割合が 53.6％と最も高く、次いで「住み続けたくない」の割合が 43.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体】

回答者数 = 1,788

住み続けたい

53.6%

住み続けたく

ない

43.3%

市外に住んでいる

のでわからない

3.0%

【小学生】

回答者数 = 685

住み続けたい

63.9%
住み続けたく

ない

33.1%

市外に住んでいる

のでわからない

2.9%

【中学生】

回答者数 = 958

住み続けたい

47.3%

住み続けたく

ない

49.6%

市外に住んでいる

のでわからない

3.1%

【高校生】

回答者数 = 143

住み続けたい

47.6%

住み続けたく

ない

49.7%

市外に住んでいる

のでわからない

2.8%
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問　その理由を教えてください。 

「住み続けたい」理由 

 

①主な意見のまとめ 

ž 住みやすいから。 

ž 自然があるから。 

ž 離れたくないから。 

ž 交通に便利、住みやすい。 

ž 場所に慣れているから。 

ž 仲のいい友達がいるから。 

ž のどかで平和そうだから。 

ž 親がいるから。 

ž どこでも行きやすい。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　20 年後、戻ってきたくなる川西市とは何ですか。 

 

①主な意見のまとめ 

ž 今と変わっていない川西市。 

ž 今よりもっと発展している川西市。 

ž 観光がさかんになっている。 

ž 都会みたいになっている川西市。 

ž 自然豊かで遊園地がある川西市。 

ž 子どもが遊べるところがたくさんある。 

ž 子持ち家庭に手厚い支援。 

ž 政令指令都市になる。 

ž 交通機関が便利なところ。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　あなたは、自分の思いをおとなに聞いてもらえていますか。 

 

①主な意見のまとめ 

ž もらえてます。 

ž もらえない。 

ž わかりません。 

ž 聞いてもらう。 

ž 話してない。 

ž そこそこ。 

ž 普通。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　あなたが、自分の思いをおとなに伝えるときに、何かこうしてほしいと思うことは

何ですか。 

 

①主な意見のまとめ 

ž 怒らないでほしいです。 

ž 否定しないでほしい。 

ž いろいろ(場合による)。 

ž 決めつけないでほしい。 

ž 話を聞いてほしい。 

ž 得にないです。 

ž 批判しないでほしい。 

ž しっかり聞いてほしい。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　あなたは、どのようなことを川西市と一緒に実現したいですか。 

 

①主な意見のまとめ 

ž 平和を実現したいです。 

ž 夢を実現したい。 

ž 幸せを一緒に実現したい。 

ž みんなが住みやすい街づくり。 

ž 楽しいとこにしたい。 

ž 木を増やすこと。 

ž いじめのない川西市。 

ž 北部地域の活性化。 

ž 快適な移動手段。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　あなたは、どうすれば川西市のこどもが笑顔になると思いますか。 

 

①主な意見のまとめ 

ž 差別がないようにする。 

ž 大人の人が優しくなる。 

ž 子ども向けの施設やイベント。 

ž 子どもが遊べる場所を作る。 

ž 公園など遊ぶところを増やす。 

ž もう笑顔だと思います。 

ž 室内の遊べる施設などを作る。 

ž 公園に最先端の遊具を作る。 

ž 勉強スポットを増やして下さい。 

 

 

 

②ワードクラウド 
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問　その他、ご自由にご記入ください。 

 

〇主な意見のまとめ 

ž 川西市を楽しい場所にしたい。 

ž みんな平等な川西市にしたい。 

ž 公園を大きくしてほしい。 

ž スポーツ施設を増やしてほしいです。 

ž もっと勉強をできる環境を作ってほしい。もっと住みやすい川西市を作ってほしい。 

ž 体育館が暑いので、扇風機をもう少し大きく、多くしてほしいです。 

ž 政治に興味がない。 

ž 川西市をよりよくしようと、頑張ってくださってありがとうございます。 

ž 部活をなくさないでほしい。 
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第３章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の考え方 

 

 

本素案（第 3 章～５章）は、第２回未来会議時点の内容です。 

今後の議論や各制度の改正などに応じて、随時改定を行います。

Administrator
テキストボックス
資料３－１
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１　基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本理念の考え方） 

こどもたちが幸せでいることや、そこから広がる笑顔は、世代を超えたにぎわいを生み、多くの人を

幸せにする力があります。そこで、まずこどもに笑顔（幸せ）になってもらいたいという思いから、本

市の施策はこども・教育から始めます。 

また、こども基本法では、「こども」を「心身の発達の過程にある者」としており、年齢で必要な支援

がとぎれないよう、こどもや若者のそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えて

いくこととされています。 

本基本理念の実現をめざし、こども・若者に関わる施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、社

会のすべての主体が連携・協力し、支援の輪を広げることで、妊娠期から就学前、就学期、若者まで切

れ目のない支援体制を構築し、本市こども・若者施策のより一層の充実を図ります。そして、すべての

こども・若者の今と将来にわたる幸せを実現できる社会をこども・若者とともに創っていきます。 

 

２　基本目標 

 

１．親と子のいのちと健康を守る【修正】 

妊娠・出産・子育て期を安心して過ごせるよう、こどもと保護者の心身の健康と幸せを第一に考え、

妊娠・出産・乳幼児の子育て期まで一貫した支援を行います。身近で気軽に相談でき、寄り添ったサポ

ートを行うことで子育て世帯の負担を軽減し、こどもたちの豊かで健やかな成長を支えます。 

 

 

２．こどもたちを社会全体で健やかに育む【修正】 

こどもたちを社会全体で育むため、地域などでこどもたちの体験の場や保護者の交流の機会を充実させ

ます。一人ひとりのこどもを真ん中において、家庭、学校、地域、職域、その他の社会のすべての人が、

各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら、みんなでこどもの育ちと子育てを応援します。

すべてのこどもたちに最良のスタートを 

～こども・若者の幸せをみんなで実現するまちづくり～ 

【変更】



 

第３章　計画の考え方
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３．こどもが主体となる教育保育を提供する【修正】 

こどもたちの健やかな成長のため、すべてのこどもたちに対して、こどもが主体となる教育保育を実施

するとともに、私立の就学前教育保育施設と連携して、質の高い教育保育環境を提供します。 

希望するこどもたちが利用できる環境をつくるため、保育所等の待機児童０の継続と、入所保留児童※

の減少に向けて取り組むとともに、留守家庭児童育成クラブの待機児童の解消を図ります。 

 

 

４．こども・若者の健やかな成長と自立を支援する【修正】 

こども・若者一人ひとりが自分らしく充実感を持って社会生活を営むことができるよう、主体的な学

びや育ちを習得できる教育環境を充実します。また、互いの個性を尊重し、つながりを大切にした協働

的な学びや育ちを実現するために、異なる世代や集団と交流・体験する機会を創出します。 

 

 

５．こども・若者の多様性を尊重し、困難を有するこども・若者とその家 

族を支援する【新規】 

障がいのあるこども・若者、外国にルーツをもつこども・若者などがともに育ち学び、多様性を尊重

し合える共生社会を推進します。また、ひきこもりや不登校など生きづらさを抱えるこども・若者に対

し必要な支援を行うほか、ヤングケアラーやこどもの貧困、ひとり親家庭への支援など、こどもの養育

や経済面で困難を有するこども・若者、子育て家庭を支援します。 

 

 

６．こども・若者の権利を守り、意見表明できる機会を保障する【修正】 

子どもの権利条約やこども基本法の理念に則り、こどもや若者の人権を尊重する社会づくりを進める

ため、こどもの人権についての啓発や相談、支援体制を充実させます。 

また、こども・若者に関する政策について、ともにまちをつくる主体としてこどもや若者などが意見

を表明できる機会を保障し、こどもや若者の最善の利益を優先して反映します。 

 

【参考】 

※国基準外の待機児童…保育施設（保育所・認定こども園等）に入所申請をしており、入所条件を満たているにも関 
（入所保留児童）　  わらず入所ができない状態にある児童のことを待機児童といいますが、以下の 4 項目に当て 

はまる場合は国基準の待機児童には該当しません。 
 

 

 

 

【国の基準から除外される４項目】 
①特定の保育施設のみ希望している者、②求職活動を休止している者、③育児休業中の者、④地方単独保育施
策を利用している者
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３　計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標２ 

 
 

基本目標１　親と子のいのちと健康を守る 

基本目標２　こどもたちを社会全体で健やかに育む  

基本目標３　こどもが主体となる教育保育を提供する 

基本目標４　こども・若者の健やかな成長と自立を支援する 

基本目標５　こども・若者の多様性を尊重し、困難を有するこど
も・若者とその家族を支援する 

基本目標６　こども・若者の権利を守り、意見表明できる機会を
保障する

第４章　各施策の展開

 
 
 
 

（教育保育、地域子ども・子育て支援事業）

第５章　事業計画 

量の見込みと提供体制の確保

第６章　就学前教育保育施設のあり方

＜基本理念＞ 

すべてのこどもたちに最良のスタートを 

～こども・若者の幸せをみんなで実現するまちづくり～ 【変更】
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第４章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施策の展開 

（重点施策含む） 
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　　施策体系・重点施策 

 

本計画においては、こども・若者を取り巻く現状と課題を踏まえ、次のとおり重点施策を展開します。

重点施策に係る具体的な取り組みやその内容については、基本目標ごとに記載しています（●ページ以

降） 

 

１．親と子のいのちと健康を守る 

（１）妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援   

 ① 母子保健サービスの提供  

         ○ 産前ケア事業 

○ 産後ケア事業 

　　　　　　○ 母子保健と児童福祉の連携強化 

（２）保護者に寄り添った相談支援   

 ① 相談支援の提供  

 　　　　○ 子育てコーディネーターによる相談支援 

 　　　　   

２．こどもたちを社会全体で健やかに育む 

（１）多様な子育て支援施策の提供    

 ① 子育てに関する相談・学習機会等の拡充   

  ○【再掲】子育てコーディネーターによる相談支援 

 ② 子育て支援ネットワークの推進   

 ③子育て家庭の経済的な負担の軽減    

　　 

（２）安心して過ごせる場の確保と遊びや学び、体験活動の充実  

 ① こどもや保護者が安心して過ごせる場の確保 

 ② こどもの多様な体験や学びの機会の充実   

 　　　　○【新規】学校等を活用したこどもの居場所づくり 

○　市内中学校における部活動の社会移行 

 

３．こどもが主体となる教育保育を提供する 

（１）就学前の教育保育環境の整備   



 

第４章　各施策の展開
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 ① 就学前の教育保育施設の整備・充実   

  ○【新規】こども誰でも通園制度の運用 

 ② 就学前教育・保育の質の向上に関する取組の推進   

　　　　　　○【新規】就学前教育保育の拠点施設の取り組み 

（２）多様な保育サービスの提供   

 ① 多様な保育サービスの提供  

 ② 放課後児童対策の充実  

  ○【新規・再掲】学校等を活用したこどもの居場所づくり 

（３）子育てと仕事の両立の推進 

　　①　性別に関わらず誰もが家庭と仕事を両立できる社会づくり 

　　②　子育てと仕事が両立できる働き方の促進 

　　③　就労への支援 

 

４．こども・若者の健やかな成長と自立を支援する 

（１）生きる力の育成と社会関係の構築  

 ① 教育環境の充実 

　　○【新規】多様な学びの機会の拡充 

 　　　　○【新規】川西の教育アクションプラン実践事業の充実 

　　　　　　○【新規】小中学校体育館への空調設備 

 ② 多様な文化や価値観の理解と体験・交流の促進   

 　　　　○　地域の活動スペースの充実 

 

（２）充実した社会生活を営むことができるようにするための支援 

 ①　 就労への支援  

　　②　文化・スポーツ等の活動の応援 

　　　　　　○　文化・スポーツ分野等でがんばるこども・若者の支援 

（３）こども・若者が安全に安心して暮らせる環境 整備  

 ① こども・若者の交通安全を確保するための活動の推進  

 ② こども・若者を犯罪や災害等の被害から守るための活動の推進  

　　③　こども・若者が安心して生活できる環境づくり 
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５．こども・若者の多様性を尊重し、困難を有するこども・若者とその家族を支援する 

（１）こども・若者の多様性を尊重し合える社会づくり   

 ①　セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）、外国にルーツをもつこども・若者への支援 

　　② 　障がいのあるこどもへの支援  

 ③ 　ひきこもり・不登校などへの支援  

 　　　　○【新規・再掲】多様な学びの機会の拡充 

 　　　　○校内サポートルームの充実 

（２）困難を有するこども・若者とその家族の支援   

 ①　ひとり親家庭への支援 

② ヤングケアラーへの支援  

 ③　児童虐待防止策の充実  

④　経済的に困難を有するこども・若者とその家族の支援  

 　　　　　 

６．こども・若者の権利を守り、意見表明できる機会を保障する 

（１）こども・若者が意見表明できる機会の保障   

 ①（仮称）こども参加条例の周知  

  ○ 【新規】（仮称）こども参加条例の周知 

② こども・若者の意見表明の機会の充実  

（２）こどもの人権を尊重する社会づくり   

 ① こどもの人権学習機会の促進  

  ○ 子どもの権利条約等の学習機会の充実 

（３）こどもたちの相談・支援体制の充実   

 ①　子どもの人権オンブズパーソン事業 
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基本目標１　親と子のいのちと健康を守る 

（１）妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援 

❶ 母子保健サービスの提供 

各種健診や訪問事業等を通して母子とその家族を支援し、適切な医療が提供できるよう、その環境整

備に努めます。 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

治療費・検査費の助成
事業（不育症・不妊治
療ペア検査）

不育症の治療費及び検査費・夫婦で
受けた一般不妊治療のために必要
な検査の一部を助成する。

妊娠期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

２ 妊婦歯科健診

この時期に大切な歯周病予防と、子
どもの生涯の歯と口の健康のため
に今できることを指導することで、
母子ともに健康な歯と口の健康維
持を目指す。

妊娠期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

３
母子健康手帳の交付
及び支援

妊娠・出産・子育て期にわたって安
心して過ごせるように、保健師等が
妊婦と面接を行い、母子健康手帳を
交付し、相談・保健指導を行うとと
もに各種制度や子育て関連情報を
説明する。

妊娠期・ 
出産

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 
４

妊婦健康診査費の助
成

妊婦健康診査費用にかかる一部を
助成する。

妊娠期・ 
出産

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

５ 助産施設入所委託

保健上必要があるにもかかわらず、
経済的な理由により入院し助産を
受けることができない場合、助産施
設に入所し、出産できるよう支援す
る。

妊娠期・ 
出産

こども若者 
相談センター

 
６ 産科医療の環境整備

妊産婦が安心して安全なお産がで
きるよう、適切な医療の提供を行
う。

妊娠期・ 
出産

保健・医療 
政策課

 
７

かかりつけ医等の普
及と定着

市広報誌の活用をはじめ、インター
ネットによる情報発信等、さまざま
なＰＲ媒体による広報活動に努め
る。

妊娠期・ 
出産・ 

乳幼児期

保健・医療 
政策課

 

８
妊婦・子育て家庭への
伴走型支援と経済的
支援の一体的実施

妊娠届出時から妊婦や子育て家庭
に対し、妊娠・出産・育児を通して
個々の家庭の状況に応じ、寄り添っ
た支援を行う。また、妊娠時と出産
時に経済的支援を実施する。

妊娠期・ 
出産・ 

乳幼児期

こども若者 
相談センター 

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

９
各種教室（妊娠中・離
乳食や幼児食・歯科や
育児）

妊娠中の母親学級や両親学級、プレ
パパ＆ママの離乳食教室、子育て中
のもぐもぐ離乳食教室や歯科の教
室など、妊娠期から子育て期間に渡
るさまざまな教室を開催する。

妊娠期・ 
乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

10
訪問事業（妊婦・新生
児・産婦・乳幼児・健
診未受診）

希望する方や必要な方へ家庭訪問
を行い、健康や子育てなどの相談・
助言を行う。また、乳幼児健康診査
が未受診の場合に訪問し、状況把握
に努める。

妊娠期・ 
乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 11 乳幼児健康診査（４か 乳幼児の健康の保持及び増進のた 乳幼児期 保健 
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（２）保護者に寄り添った相談支援 

❶相談支援の提供 

専門的な相談につなぐことで、子育て家庭が自信とゆとりを持って子育てができるよう努めます。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 月、10 か月、1 歳６
か月、３歳）、歯科健
診・教室

め、疾病または異常の早期発見に努
め、相談や助言を行う。

センター・ 
予防歯科 
センター

 
12 就学までの継続支援

３歳児健康診査の終了後において
も、5 歳児発達相談事業等で、関係
機関と連携しながら、相談を実施す
る。

乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 
13 未熟児養育医療制度

未熟児養育医療制度に基づき、医療
費等を給付する。

乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

14
産後ケア事業・産前・
産後ヘルパー派遣事
業

必要な方に対し、助産師の訪問や協
力医療機関などへの宿泊等を提供
し、保健指導等の支援を実施する。 
また、妊娠中から出産後、ヘルパー
を派遣し、家事や育児の支援を行
う。

妊娠期・ 
出産・ 

乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 
15 障がい児歯科診療

一般の歯科医院では治療が困難な
方の歯科診療、定期歯科健診、指導
を行う。

乳幼児期・
学童期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

16
阪神北広域こども急
病センター

夜間・休日での子どもの初期救急対
応として、阪神北広域こども急病セ
ンターでの診療や電話による小児
救急医療相談の周知を図る。

乳幼児期・
学童期・ 

思春期(15
歳以下で中
学生まで)

保健・医療 
政策課

 
17 定期予防接種の推進

国における定期予防接種化等の制
度変更に適切に対応し、接種機関の
確保等の体制づくりとともに、市民
への周知を図る。

乳幼児期・
学童期・ 

思春期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

18
母子保健と児童福祉
の連携強化（こども家
庭センター）

こども家庭センターを設置し、母子
保健と児童福祉の両部門が連携・協
働して、個々の家庭状況に応じて、
切れ目のない支援を一体的に実施
する。 
具体的には、妊娠期から子育て期に
わたり母子保健や育児に関する相
談や指導を行うほか、妊産婦及び児
童の福祉に関し、必要な実情の把握
を行い、支援を必要とする妊産婦や
家庭に対して、利用可能な母子保
健・福祉サービスなどを提案し、サ
ポートプランの作成を行うなど、包
括的な支援を実施する。

妊娠期・ 
出産・ 

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター 

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 心の相談の充実

日常生活のストレス、ひきこもりな
どで、精神に障がいを来す恐れのあ
る人およびその家族に対して、専門
医と精神保健福祉士などが相談に
応じる。

全年齢 障害福祉課
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基本目標２　こどもたちを社会全体で健やかに育む 

（１）多様な子育て支援施策の提供 

❶ 子育てに関する相談・学習機会等の拡充 

身近なところで子育て中の保護者と子どもが気軽に集まれる場所を増やし、個々のニーズに応じた子

育てに関する相談支援や情報提供が行えるようにします。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 

２ 障害児相談支援

在宅の障がい児の地域生活を支援
するため、障がい児の心身の状況や
環境、障がい児及びその保護者の意
向を聴取し、障害児支援利用計画を
作成するとともに、福祉サービス等
の利用に関する援助・調整や相談を
行う。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

３
子育てコーディネー
ター事業

妊娠期から、乳幼児期にかけて、そ
の保護者と子どもに対し、子育てコ
ーディネーターが、子育てに関する
相談に応じ、必要な情報を提供する
とともに、必要な地域資源に繋げ
る。

妊娠期・ 
出産・ 

乳幼児期・
学童期

こども若者 
相談センター

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
【再掲】子育てコーデ
ィネーター事業

妊娠期から、乳幼児期にかけて、そ
の保護者と子どもに対し、子育てコ
ーディネーターが、子育てに関する
相談に応じ、必要な情報を提供する
とともに、必要な地域資源に繋げ
る。

妊娠期・ 
出産・ 

乳幼児期・
学童期

こども若者 
相談センター

 

２
こんにちは赤ちゃん
訪問

生後４ヶ月までの乳児がいる家庭
を、子育てコーディネーターが訪問
し、子育て相談や子育て情報を提供
する。また、訪問時に絵本をプレゼ
ントし、絵本を通した保護者とこど
もの絆づくりを促す。

乳幼児期
こども若者 

相談センター

 

３
子育て交流会「あかち
ゃんといっしょかわ
にしプログラム」

生後２ヶ月から５ヶ月までの第１
子の母親を対象に、連続４回の川西
市オリジナルプログラムを提供し、
参加者に、子育てに関する知識と情
報を提供しながら、交流を促し、子
育てに関する不安の軽減と、仲間作
りを図る。

乳幼児期
こども若者 

相談センター

 

４
利用者支援事業の実
施

妊婦・子ども・保護者等がその選択
に基づき、教育・保育・保健その他
の子育て支援を円滑に利用できる
よう、相談や情報提供、子育て支援
活動のネットワークづくり等、必要
な支援を行う。 
３つの課がそれぞれの役割を分担
し、事業を実施する。

乳幼児期

こども若者 
相談センター 
入園所相談課 

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 
５

地域子育て支援拠点
の運営

子どもとその保護者に交流の機会
や子育て関連情報を提供するとと
もに、保育士や相談員が子育てに関
する相談に応じる。

乳幼児期

こども若者 
相談センター 
教育保育課

 6 子育てに関する学習 多胎児・0 歳児、異年齢交流会等の 乳幼児期 こども若者 
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№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 機会の充実 子育て支援講座を開催し、子どもと
保護者、子ども同士、保護者同士が
交流しながら学び集う場を提供す
る。 
久代児童センターにおいて、未就学
児向けの各種イベントや交流事業
実施のほか、まちの子育て広場（遊
び場の開放・相談）等を実施する。

相談センター 
こども政策課

 

7
子育て情報提供の充
実

子育て支援情報などを発信するア
プリを運用する。 
また、子育て支援情報を始め、保育
所や幼稚園等、子育てに関する多く
の情報を冊子にまとめ、市内全ての
子育て中の方に無料で配布する。

乳幼児期

こども政策課 
こども若者 

相談センター

 

8
民生委員・児童委員の
活動

地域における子育て支援の充実を
図るため、児童福祉に精通した民生
委員・児童委員、主任児童委員が子
育て相談や見守りなど、子育て支援
を行う。

乳幼児期 地域福祉課

 

9
かわにし子育てフェ
スティバル

子育てに関わる機関や団体が企画
運営し、毎年１回開催する。内容は、
おもちゃ作り、人形劇、絵本の読み
聞かせ等の交流の場を提供しなが
ら、子育て相談や子育て情報の提供
をおこない、子育てを支援する。

乳幼児期・
学童期

こども若者 
相談センター

 

10 養育支援訪問事業

養育支援が特に必要であると判断
した児童及びその保護者、又は特定
妊婦に対し、養育が適切に行われる
よう専門員が養育に関する相談、指
導、助言など支援を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 

11 家庭総合相談窓口

18 歳未満の子どもを養育している
家庭の相談に応じる。また、必要に
応じ、各関係機関と連携を図り、一
人ひとりに対応した子育て支援を
行う。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 
12

ペアレント・トレーニ
ング受講機会の提供

発達が気になる子どもを持つ保護
者や、子どもとの関わり方に悩む保
護者を対象に子育てのコツを学ぶ
講習会を実施する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 
13

虐待防止のための子
育て講座

赤ちゃんを迎える父母や子どもと
の関わり方に悩む保護者を対象に
子育てのコツを学ぶ講習会を実施
する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者相
談センター

 

14
乳幼児向け救急救命
法講習会の開催

０～１歳 11 ヶ月の子どもと保護者
を対象に、災害等の事故に遭遇した
ときにすみやかに対処出来るよう、
心肺蘇生法・AED の使用方法・誤飲
の対処法等について、救急救命士よ
り学ぶ。

乳幼児期
こども若者相
談センター
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❷ 子育て支援ネットワークの推進 

子どもたちを支えるネットワークづくりや地域社会全体で子どもを見守り育てる意識啓発や環境整備

を推進するとともに、地域の子どもたちの健やかな成長を促す環境整備を推進します。 

 

 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

すくすくベビールー
ムの設置

子育て家族が外出しやすい環境づ
くりを推進するため、授乳やおむつ
交換可能なスペースを確保してい
る施設を市に登録し広く公表する。

乳幼児期
こども若者 

相談センター

 
２ 一時保育の推進

子育て中の男女が講座受講などさ
まざまな活動に参加できるよう保
育体制の整備に努める。

乳幼児期・
学童期

人権推進 
多文化共生課 
こども若者 

相談センター

 

３ 地域子育て支援事業

地域子育て支援担当保育士を配置
し、プレイルームの解説や子育て講
座・講演会等を実施する。また、園
庭開放や子育て相談、親子での保育
所体験会等を実施し、在宅で子育て
をしている家庭を支援する。

乳幼児期・
学童期

教育保育課

 
４

子どもの読書活動推
進協議会

「ブックスタート」をはじめとする
子どもの読書活動の推進を図るた
め、関連機関との連絡調整に努め
る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

中央図書館

 
５

ボランタリー活動支
援

子育て支援にかかるボランティア
の育成や、一時保育ボランティアの
派遣など、子育てにかかるボランテ
ィア事業の充実を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

地域福祉課

 
６ 空き家活用支援

若年・子育て世帯が、自己の居住用
に市内の空き家を取得して改修す
るとき、その改修工事費用の一部を
助成する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期

住宅政策課

 

７
学校運営協議会の設
置

市内全 30 校園において学校運営協
議会を設置し、地域の代表者と学校
教職員とで年に数回協議を行う中
で、学校と地域の連携協働を進めて
いく。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 

８
地域学校協働本部の
設置

市内全 30 校園で、地域学校協働活
動のコーディネーターとなる支援
員を選出し、その中から中学校区の
代表１名を、中学校区全体を統括す
る推進員として選出する。その支援
員と推進員を中心に、地域団体が緩
やかなネットワークを構築し、各地
域の特色を生かした活動を推進す
る。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 

９
子ども・若者支援地域
協議会

困難を有する子ども・若者やその家
族に対して、子ども・若者支援地域
協議会を構成する福祉や保健、教
育、雇用等の機関が、それぞれの専
門性を活かして連携し、一人ひとり
に対応した支援を行う。

中学校卒業
以上 

40 歳未満

こども若者 
相談センター
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❸ 子育て家庭の経済的な負担の軽減 

経済的な理由で子どもを産み育てることが困難な状況にならないよう引き続き各種手当等の経済的支

援を充実します。 

 
 
（２）安心して過ごせる場の確保と遊びや学び、体験活動の充実 

❶ こどもや保護者が安心して過ごせる場の確保 

公共施設における事業実施や施設、遊び場の開放、交流の場を用意すること等を通じて、子どもたち

が安全で安心に過ごせる場の確保に努めます。 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 １ 出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産した
場合、出産育児一時金を支給する。

出産
国民健康 
保険課

 

２ 利用支援の充実

教育保育認定を受けた子どもの施
設型給付・地域型保育給付の対象と
なる保育所等の利用者負担につい
て、多子世帯を軽減するとともに、
負担能力に応じて適正に設定する。 
また、地域子ども・子育て支援事業
として、就学前の子どもを対象とし
た多様な集団活動を利用する幼児
にかかる利用料への給付を行い、保
護者の経済的負担の軽減を図る。

乳幼児期 入園所相談課

 
３ 幼児教育保育無償化

0～2 歳児（住民税非課税世帯）と
3～5 歳児の幼稚園、保育所、認定こ
ども園等の保育料を無償とする。

乳幼児期 入園所相談課

 
４

乳幼児等医療費助成
制度

０歳児から小学３年生の乳幼児等
の通院・入院医療費の全部を助成す
る（所得制限なし）。

乳幼児期・
学童期

医療助成・ 
年金課

 

５
留守家庭児童育成ク
ラブ育成料の減免

子どもが留守家庭児童育成クラブ
に入所している人を対象に、一定の
基準に応じて、育成料の全部または
一部を減免するとともに、多子世帯
の育成料の軽減を行う。

学童期 入園所相談課

 

６
こども医療費助成制
度

小学４年生から中学３年生の子ど
もの通院・入院医療費と高校３年生
（高等学校などに通っていない方
も対象）までの入院医療費の全部を
助成する（所得制限なし）。

学童期・ 
思春期

医療助成・ 
年金課

 

７ 児童手当の支給

国制度に基づき、次代の社会を担う
子ども一人ひとりの育ちを社会全
体で応援する観点から、高校生年代
までの児童を養育している人を対
象に支給する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 
８

子育て世帯の市営住
宅期限付入居制度の
実施

中学校を卒業するまでの子と同居
している者を対象に、原則 10 年を
期間とした期限付住宅の入居者募
集を行う。（所得制限あり。）

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

住宅政策課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

知明湖キャンプ場管
理・運営

キャンプ、自然体験活動を通して、
自然を満喫することができる場を
管理・運営する。

全年齢
文化・観光・
スポーツ課
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❷ こどもの多様な体験や学びの機会の充実 

地域団体やボランティア等の協力を得ながら、子どもたちに学習や体験の場を提供することにより、

豊かな人間性や社会性を育む機会を創出します。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 
２ 遊び場の開放

親子や児童が安心して集まれる身
近な場として遊戯室（乳幼児期）体
育室（乳幼児期、学童期）を開放す
る

乳幼児期・
学童期

こども政策課

 

３
【再掲】地域子育て支
援拠点の運営

子どもたちとその保護者に交流の
機会や子育て関連情報を提供する
とともに、保育士や相談員が子育て
に関する相談に応じる。また、地域
に出向いて地域支援活動も合わせ
て行う。

乳幼児期
こども若者 

相談センター 
教育保育課

 

4
久代児童センターの
運営

市内に居住する 0～18 歳未満の子
どもやその保護者対象に、子育て支
援や健全育成に資する事業を実施
するセンターを運営する。 
また、同センターの今後のあり方に
ついて検討する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども政策課

 
5

公民館講座の実施、自
習室の開設

公民館講座を実施するとともに、夏
休み等の長期休暇期間中に空き室
を自習室として開放する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

公民館

 

6 図書館の運営

司書の選定した絵本や児童図書、子
育てに関する図書を収集、整理、保
存し、貸し出しを行うとともに、閲
覧の場を提供する。 
電子図書館に児童向けコンテンツ
や育児関連コンテンツを拡充し、来
館不要の読書環境を提供する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

中央図書館

 
7

特色ある公園づくり
の推進

地域にとってより愛着の持てる公
園を目指して、地域が主体となった
公園の利用ルールの見直しの取組
への支援を進める。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

公園緑地課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

地域に学ぶ「トライや
る・ウィーク」

保育所等において、中学２年生の
「トライやる・ウィーク」の活動受
け入れを行い、中学生と乳幼児とが
直接ふれあう機会を提供する。

思春期 教育保育課

 

２ 文化財関連講座

文化財に関する教室や昔遊び等の
体験講座を実施する。広報誌等を通
じて一般公募した参加者とともに、
史跡巡りハイキングやスタンプラ
リーを実施する。

全年齢 生涯学習課

 ３ 幼児教室の開催
遊びや体験を通して楽しみながら
保護者同士の交流の場とする

乳幼児期 こども政策課

 
４

食育の推進

保育所・認定こども園で、給食その
他保育活動を通して食育を推進す
る。

乳幼児期 給食課

 

5

各学校でさまざまな体験を通じて、
食に関する知識と食を選択する力
を習得し、健全な食生活を実践でき
る子どもの育成に努める。あわせ
て、食育が知育・徳育・体育の基礎

学童期・ 
思春期

給食課
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№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 として定着できる取り組みを進め
る。

 

6

市健幸まちづくり計画（市食育推進
計画）に基づき、健康、消費生活、
産業振興、農政、美化推進、教育・
保育、地域団体、事業者など多方面
と連携を取り合うことで、広範囲に
わたる食育推進を図る。

全年齢・ 
乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 
7 おはなし会の実施

主に乳幼児から小学生を対象に、絵
本の読み聞かせ等を行うおはなし
会を実施する。

乳幼児期・
学童期

中央図書館

 

8
青少年団体活動への
支援

広く市民を対象として実施される
青少年の健全育成に関する事業や
青少年地域活動団体の指導者の養
成に必要な研修の受講に対して補
助金を交付し、活動を支援する。 
スポーツ少年団への補助金交付を
行うことで、青少年の健全育成を図
る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

生涯学習課・
文化・観光・
スポーツ課

 

9

学校・地域の連携推進

市内全 30 校園で、地域学校協働活
動のコーディネーターとなる支援
員を選出し、その中から中学校区の
代表１名を、中学校区全体を統括す
る推進員として選出する。その支援
員と推進員を中心に、中学校区単位
や学校単位で地域と学校それぞれ
の活動におおける連携・協働を推進
する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

教育保育課

 

10

トライやるウィーク等の職業体験、
学校園所等を対象とした団体貸出
の拡充、電子図書館の学校連携等に
より、学校・地域との連携を推進し
ていく。

中央図書館

 

11
子どもの居場所に関
する支援や情報発信

川西市社会福祉協議会と連携し、こ
ども食堂や学習支援などの子ども
の居場所づくりの活動を行う団体
への支援を行うほか、各取組の情報
発信に取組む。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども政策課

 

12 読書支援

マルチメディアデイジー図書の提
供や、学校園所等を対象とした団体
貸出の拡充、電子図書館の学校連携
等により、誰もが読書に親しむ機会
を提供する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

中央図書館

 

13 消費者啓発

「夏休みくらしの親子講座」を通じ
て、金銭感覚や食生活、環境に配慮
した消費者行動などの生活全般の
基本的な知識を学習する機会を提
供する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

消費生活 
センター

 
14 児童教室の開催

子どもたちの創造性をはぐくみ、健
全な遊びをとおしての「なかまづく
り」を進める

学童期 こども政策課



 

第４章　各施策の展開

91

 
 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

14 里山体験学習事業

小学３年生の環境体験活動は、各小
学校が３回以上、校区の特性や地域
の方々の協力を得て、発達段階に適
した取り組みを進めた。結果、ふる
さと意識の醸成が行われている。ま
た、小学校５年生の宿泊体験活動は
４泊５日実施することができ、各校
がプログラムを工夫し、充実度の高
い活動となっている。

学童期 教育保育課

 
15

きんたくん学びの道
場

児童の学習習慣を定着させる手立
ての１つとして、放課後学習事業
「きんたくん学びの道場」を実施す
る。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育保育課

 
16

地域スポーツクラブ
(スポーツクラブ 21)
等の支援

スポーツ少年団への補助金交付や
各スポーツクラブ 21 との相互連
絡・協議を行うことで、青少年の健
全育成を図る。

学童期・ 
思春期

文化・観光・
スポーツ課

 17 夏休み特別事業
夏休みに子どもを対象とした図書
館員体験等の行事を開催する。

学童期・ 
思春期

中央図書館

 

18
市内中学校における
部活動の社会移行

これまで中学校で行われてきた部
活動を、持続的にスポーツ、文化・
芸術に親しむ機会へと転換させる
ため、各種協会や民間団体、教職員、
保護者などと連携しながら、地域ク
ラブとしての活動へと移行してい
く。

思春期 教育保育課

 

19
【再掲】地域に学ぶ
「トライやる・ウィー
ク」事業

市内中学２年生全員が、５日間学校
を離れて地域の事業所やさまざま
な活動場所で、体験的学習を行う。 
「心の教育」を中心とした全県的な
取り組みで、地域と学校・生徒・保
護者が協力体制を構築する。

思春期 教育保育課

 
２0

子ども向けごみ学習
会

紙芝居やペットボトルの分別体験
など、年代にあわせた内容で、ごみ
の減量や分別について学習します。

乳幼児期・
学童期

美化推進課

 
21 ふクレル

サイズアウトした子ども服を市内
で有効活用し、子育て支援・ごみ減
量意識の向上につなげていくこと
を目的としています。

乳幼児期・
学童期

美化推進課

 

22 エコクッキング

民間企業と協働で、小学生と保護者
を対象に、調理過程でできる食品残
渣や使用エネルギーについて考え
る環境イベント。実際に調理体験を
行います。

学童期 美化推進課

 
23 食べきりラリー

小さいうちから食品ロス削減を意
識付け、ごみ減量を啓発するため、
給食やお弁当を食べ残さないよう
にする取り組み。

乳幼児期 美化推進課

 
24 キッズ　り・ぼ・ん

子ども向けのごみの減量や環境体
験学習と、子どもたちだけで開催す
るフリーマーケットを実施。

乳幼児期・
学童期

美化推進課

 25
黒川里山センターの
管理・運営

子どもの居場所作りの拠点となる
場所の管理・運営を図る。

全年齢
文化・観光・
スポーツ課

 
26

【新規】多様な学びの
機会の拡充

川西市型の多様な学び方のあり方
を調査研究し、児童生徒への支援体
制の充実を図る。

学童期・思
春期

教育保育課
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基本目標３　こどもが主体となる教育保育を提供する 

（１）就学前の教育保育環境の整備 

❶ 就学前の教育保育施設の整備・充実 

女性の就業率の上昇に伴う教育・保育ニーズの変化に対応するため、子どもたちの年齢や地域ニーズ

に対応した施設の整備を進めます。 

 
 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 
27

【新規】学校等を活用
したこどもの居場所
づくり

学校施設を活用し、放課後の安全・
安心な居場所を提供することで、大
人が見守りを行う放課後居場所づ
くり事業を実施する。

学童期 入園所相談課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
就学前教育保育施設
の整備・受入れ

令和 10 年度開設をめざし、市立幼
稚園と市立保育所を一体化した幼
保連携型認定こども園を２施設整
備する。また、保育需要に対応する
定員確保は、民間事業者と連携し取
組を進める。 
定員に満たない１号認定と、増加が
見込まれる２号認定の推移を考慮
しながら適宜 1 号・2 号の定員変更
を行う。また、各施設にて弾力的な
運用により定員を超えた受け入れ
を行っているため、保育ニーズの動
向を考慮しつつ、定員内での受け入
れに努める。

乳幼児期
こども政策課 
入園所相談課

 

２
こども誰でも通園制
度の運用

全てのこどもの育ちを応援し、こど
もの良質な成育環境を整備し、全て
の子育て家庭に対して、多様な働き
方やライフスタイルにかかわらな
い形での支援を強化するため、月一
定時間までの利用可能枠の中で、就
労要件を問わず時間単位で柔軟に
利用できる制度を令和8年度から実
施する。

乳幼児期
こども政策課 
入園所相談課

 
３

教育保育施設の安全
確保と設備の充実

施設の安全の確保及び保育の環境
を改善するために、教育保育施設の
改修や備品の充実に努める。

乳幼児期 教育総務課
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❷ 就学前教育・保育の質の向上に関する取組の推進 

子どもたちが、安定した教育・保育を受けられるよう人材の確保に努めるほか、健やかに育ち学べる

よう、各種研修や各施設・機関の連携を通じて教育・保育関係者の質の向上を図ります。 

 
 
（２）多様な保育サービスの提供 

❶ 多様な保育サービスの提供 

ライフスタイル多様化が進む中、各家庭のニーズにあった保育を提供できるよう、通常の保育だけで

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
教育保育の質の向上
に向けた研修等の充
実

教育保育に必要な知識と技術を身
につけるねらいや目的に応じて体
系的な研修を実施し、教育保育の専
門性を高める。さらに保育指導専門
員による実地研修を継続して実施
し、質の向上を図る。また、教育保
育の質について定期的・継続的に検
討を重ねるため職員及び教育保育
施設の自己評価の取り組みを浸透
させ、具体的に進める。

乳幼児期 教育保育課

 

２
保育士確保対策（民間
保育施設含む）

安定した保育の提供のため、保育士
の確保に努める。 
保育施設等を運営する法人等に対
し保育士等の確保及び定着、離職の
防止を図るための補助や保育士が
働きやすい環境を整備し、保育の提
供体制の確保につなげる。

乳幼児期
入園所相談課 

教育保育 
職員課

 
３

就学前教育保育の拠
点施設整備

市の就学前施設全体の保育の質向
上のため、幼児教育保育アドバイザ
ーを拠点となるこども園に配置し、
巡回や研修等を行う。

乳幼児期 教育保育課

 

４
市立保育所等苦情解
決制度

「川西市保育所等苦情解決制度」に
基づき、市立保育所・認定こども園
における保育の実施にかかる苦情、
意見及び要望について適切な解決
を図る。

乳幼児期 教育保育課

 

５
就 学 前 児 童 の 通 園
（所）施設と小学校の
連携推進

小学校との交流活動や情報交流等
の連携をより一層推進するととも
に、各学校園所において「接続期カ
リキュラム」の策定を進め、育ちや
学びの連続性・一貫性を確かなもの
とし、就学前児童の通園（所）施設
から小学校への円滑な接続を図る。

乳幼児期・
学童期

教育保育課

 

６ 職員研修

県教育委員会主催の研修との関連
性に鑑みながら、必要性に応じた研
修計画の改善を図り、実習回数も含
め、研修内容の精査を行った上で実
施する。

乳幼児期・
学童期

教育保育課

 

６ 不適切保育の防止

県教育委員会主催の研修との関連
性に鑑みながら、必要性に応じた研
修計画の改善を図り、実習回数も含
め、研修内容の精査を行った上で実
施する。

乳幼児期 入園所相談課
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なく、保育所・認定こども園の延長保育や病児・病後児保育、一時保育等の充実を図ります。 

 

 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１ 通常保育

市立・民間保育所等において、産休
明け乳児保育（出生後 57 日から）
や生後６カ月からの保育を実施す
る。

乳幼児期 入園所相談課

 ２ 延長保育
午後７時もしくは午後８時までの
延長保育を実施する。

乳幼児期 入園所相談課

 
３ 休日保育

日曜・祝日等においても保育を必要
とする児童を対象に保育を実施す
る。

乳幼児期 入園所相談課

 
４ 障がい児保育

教育支援委員会での所見を踏まえ
ながら、加配職員の配置に要する経
費への補助を行い、障がい児保育を
実施する。

乳幼児期

入園所相談課 
インクルーシ

ブ推進課

 

５ 病児・病後児保育

保護者が安心して働けるよう、病気
(安定期・回復期）の児童（小学３年
生まで）への保育を実施し、子育て
と就労の支援をするとともに児童
の健全な育成を図る。実施にあたっ
ては、各施設が連携を図りつつ対応
できるよう努める。

乳幼児期 入園所相談課

 
６ 一時預かり（一般型）

家庭において保育を受けることが
一時的に困難となった乳幼児を、主
に昼間一時的に預かり、必要な保護
を行う。

乳幼児期

こども若者 
相談センター 
入園所相談課

 
７

一時預かり（幼稚園
型）

幼稚園・認定こども園の在園児を対
象に、家庭において保育を受けるこ
とが一時的に困難となった児童を
預かり、必要な保護を行う。

乳幼児期 入園所相談課

 
８

子育て家庭ショート
ステイ

児童を養育している家庭の保護者
が、一時的に養育が困難になった場
合等、児童福祉施設や里親において
一定期間、養育・保護する。

乳幼児期・
学童期

こども若者 
相談センター

 

９
ファミリー・サポー
ト・センターの運営

仕事と育児を両立し、安心して働く
こどができる環境整備や地域の子
育て支援を行うため、会員相互援助
活動の調整などを行うセンターを
運営する。また、会員の拡大や猪名
川町と連携した事業を実施する。

乳幼児期 こども政策課

 
10 認可外保育所の支援

認可外保育所の運営の安定化と保
育の質的確保を図るため、助成金を
交付するとともに、認可保育所への
移行を支援する。

乳幼児期 入園所相談課

 
11

民間保育施設の運営
支援

民間保育施設の運営の安定化と、保
育の質的確保を図るため、補助金に
よる支援を充実させる。

乳幼児期 入園所相談課

 12 入所申請の電子化
入所関係手続きでの保護者負担軽
減のため、電子申請を推進する。

乳幼児期 入園所相談課

 

13
福祉サービス第三者
評価の受診促進支援

教育保育の質の向上に向けた取組
みの促進と利用者の入園書選考基
準を目的として、一定の基準を満た
し認証を受けた評価機関による第
三者評価を受審する。

乳幼児期 教育保育課
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❷ 放課後児童対策の充実 

共働き家庭等のいわゆる「小 1 の壁※」・待機児童を解消するとともに、すべての児童が放課後を安全・

安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、留守家庭児童育成クラブや放課後子ども教

室等の計画的な整備・運営を推進することを目的に、国の計画等に基づき、取り組みを進めます。 

※小１の壁‥･共働き世帯等において、保育所等に比べ放課後児童健全育成事業の終了時間が早いことや保護者会・授業参観等

のため、子どもの小学校入学を機に、仕事と育児の両立が困難になること 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
放課後子ども教室（留
守家庭児童育成クラ
ブとの連携）

放課後子ども教室は、放課後等の学
校の余裕教室等を活用した、安心・
安全な子どもたちの「居場所づく
り」を運営をする。また、留守家庭
児童育成クラブと連携し、参加児童
が交流できるよう、放課後児童対策
を実施する。

学童期 生涯学習課

 

２
市立留守家庭児童育
成クラブの運営

小学校の余裕教室等を利用し、放
課後や土曜日、長期休業中に家庭
で保育を受けることのできない小
学生児童に対して、家庭的な雰囲
気の中で、遊びと生活の場を提供
し、児童の健全な育成を支援す
る。国が示すこれらのクラブの役
割を果たす観点から、育成支援内
容をホームページや広報誌、入所
説明会などで周知する。また、特
別な配慮を必要とする児童へは、
関係機関が連携・協力し、情報提
供を図ることで、支援を強化す
る。

学童期 入園所相談課

 児童の健全育成において、適正な
環境で留守家庭児童育成クラブを
運営するため、必要に応じ施設の
改修等を行い、運営や施設等の環
境を整備する。

 

３
留守家庭児童育成ク
ラブ職員の確保・育
成

職員の確保に努める一方で、人材
派遣等の民間事業者を活用した確
保方策を進める。支援員について
は、内部の支援員研修や兵庫県学
童保育協議会が実施する研修講座
へ派遣等を行うとともに、特別な
配慮を必要とする児童への対応に
関しては、必要に応じて加配支援
員を配置し、専門的な研修への参
加の促進等により支援員の資質向
上を図る。また、支援員の新規採
用時の研修や実務を通じ、クラブ
の役割理解向上を図るとともに、
児童の発達や高学年児童への対応
等について資質向上のための研修
を行う。

学童期
入園所相談課 
教育保育職員

課

 
４

クラブ運営マネージ
ャーの配置

留守家庭児童育成クラブにおける
保育の質の向上を図るため、クラ
ブ運営マネージャーを配置し、各
クラブの支援を実施する。

学童期 入園所相談課
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（３）子育てと仕事の両立の推進 

❶ 性別に関わらず誰もが家庭と仕事を両立できる社会づくり 

ジェンダー平等の実現に向け、ワーク・ライフ・バランス意識啓発や学習機会、相談支援を充実しま

す。 

 
 

❷ 子育てと仕事が両立できる働き方の促進 

子育てと仕事が両立できるよう多様な働き方に対する啓発やスキルアップ支援を行います。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 

５
留守家庭児童育成ク
ラブの夏季休業期間
のみの受け入れ

通年を基本としている留守家庭児
童育成クラブの利用について、待
機児童の多い校区を中心に、夏季
休業中のみの育成クラブを開所
し、児童の受け入れの実施を行
う。

学童期 入園所相談課

 
６

夏季休業期間中の留
守家庭児童育成クラ
ブへの昼食配食サー
ビス

夏季休業期間中の留守家庭児童育
成クラブの希望する児童に民間事
業者の自主事業として昼食（弁
当）配食サービスを実施する。

学童期 入園所相談課

 
７

民間留守家庭児童育
成クラブの運営支援

民間の留守家庭児童育成クラブが
開設されており、安定的な運営を支
援し、児童の健全育成を図る場を確
保する。

学童期 入園所相談課

 8
【再掲】入所申請の電
子化

入所関係手続きでの保護者負担軽
減のため、電子申請を推進する。

学童期 入園所相談課

 
9

【再掲】学校等を活用
したこどもの居場所
づくり

学校施設を活用し、放課後の安全・
安心な居場所を提供することで、大
人が見守りを行う放課後居場所づ
くり事業を実施する。

学童期 入園所相談課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
男女共同参画センタ
ー学習啓発

ジェンダー平等を推進するため、ワ
ーク・ライフ・バランスに関する講
座等を開催するとともに、絵本等の
図書の貸し出しや読み聞かせの時
間を持つほか、女性のための相談を
実施するなど、子育て支援事業を実
施する。

全年齢
人権推進 

多文化共生課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 多様な働き方の促進

男女共同参画センター事業として、
再就職・再就労支援講座を開催する
とともに、労働関係法令の周知、「女
性のためのチャレンジ相談」「チャ
レンジひろば」などを実施し、女性
のエンパワメントを推進する。

全年齢
人権推進 

多文化共生課

 

２ 多様な働き方の推進

職場全体で次世代育成を支援し、ワ
ーク・ライフ・バランスを推進して
いく環境づくりと、職員一人ひとり
が従来の働き方を見直し、誰もが働
きやすく、男女の別なく仕事と子育
てを含む家庭・地域生活との両立を
図っていくことをめざす。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期

職員課
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❸ 就労への支援 

育児・介護等により短時間就労を希望する方が働きやすい環境づくりを支援します。 

 
 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 

３
多様な働き方推進事
業

育 児等 の生 活状況 やス キ ルの内
容・レベルに沿った、個々の希望す
る働き方の実現に向け、多様な働き
方の啓発やスキルアップ支援を行
う。

全年齢 産業振興課

 
4 多様な働き方の支援

希望する働き方の実現に向けて、労
働相談、キャリアカウンセリングの
実施やセミナーを開催する。

全年齢 産業振興課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 短時間就労の推進

育児・介護等により短時間就労を希
望する方が働きやすい環境づくり
を支援するため、市内事業者を対象
に、セミナーによる啓発や短時間就
労を導入できるよう専門家による
相談を実施する。

全年齢 産業振興課
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基本目標４　こども・若者の健やかな成長と自立を支援する 

（１）生きる力の育成と社会関係の構築 

❶ 教育環境の充実 

持続可能な社会の発展を支えるため、児童・生徒一人ひとりの成長に焦点を当て、個別に応じた学び

の提供により、「確かな学力」の育成を図ります。 

 
 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 外国語教育推進事業

市立小中学校にＡＬＴ（外国語指導
助手）を配置し、外国語を通じて言
語や文化について体験的に理解を
深め、積極的にコミュニケーション
を図ろうとする態度を育成する。

学童期 教育保育課

 
２

基礎学力向上支援事
業

文部科学省が毎年実施する全国学
力・学習状況調査等をもとに、基礎
学力の定着に関する教育の検証と
改善に取り組む。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育保育課

 

３ キャリア教育の推進

学習習慣の定着の手立ての１つと
して放課後学習事業「きんたくん学
びの道場」を実施する。また、教育
課程において、子どもたちが、学ぶ
ことと自己の将来とのつながりを
見通しながら、社会的・職業的自立
に向けて必要な基盤となる資質・能
力を身に付けていくことができる
よう、特別活動を要としつつ、各教
科等の特質に応じて、キャリア教育
の充実を図る。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育保育課

 

４
中学校における少人
数授業の推進

中学校における数学・外国語につい
て、より多くの学年で少人数授業を
実施するため、基礎学力定着に係る
少人数指導加配教員を配置してい
る。

中学生 教育保育課

 

５
【再掲】地域に学ぶ
「トライやる・ウィー
ク」事業

市内中学２年生全員が、５日間学校
を離れて地域の事業所やさまざま
な活動場所で、体験的学習を行う。 
「心の教育」を中心とした全県的な
取り組みで、地域と学校・生徒・保
護者が協力体制を構築する。

思春期 教育保育課

 
６

中学生への放課後無
料学習支援の実施

学習に対して不安を持つ中学生に
対し、平日の放課後に中学校を会場
として、民間事業者への委託による
無料学習支援を実施する。

思春期 
(中学生 
のみ)

教育保育課

 
７

【新規】川西の教育ア
クションプラン実践
事業の充実

こども主体の学びへと転換するた
めに、主体的に実践研究する教育保
育職員を支援する。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育保育課

 
８

【新規】小中学校体育
館への空調設備

教育施設の環境向上や避難所機能
の強化を図るため、市立小中学校の
体育館に空調設備を設置するため
に設計します。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育総務課 
施設 

マネジ 
メント課
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❷ 多様な文化や価値観の理解と体験・交流の促進 

地域の様々な地域活動等を通じて、多様な文化や価値観の理解の促進と体験や交流機会を充実します。 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
青少年地域活動の支
援

スポーツ少年団への補助金交付や
各スポーツクラブ 21 との相互連
絡・協議を行うことで、青少年の健
全育成を図る。 
広く市民を対象として実施される
青少年の健全育成に関する事業や
青少年地域活動団体の指導者の養
成に必要な研修の受講に対して補
助金を交付し、活動を支援する。

全年齢
文化・観光・
スポーツ課 
生涯学習課

 ２ 児童館の充実
こどもの多様なニーズや特性のあ
るこどもの居場所とする

全年齢 こども政策課

 ３ 公民館講座の実施
こども・若者を対象とする公民館講
座を実施する。

全年齢 公民館

 
４ 文化財団事業

青少年を対象とする様々な事業を
通して、青少年に音楽や伝統文化な
どに触れる機会を提供し、その育成
を図る。

全年齢
文化・観光・
スポーツ課

 
５ 文化財保存啓発事業

広報誌などを通して一般公募した
参加者とともに、古代体験学習や昔
あそびを体験する。

全年齢 生涯学習課

 

６
地域スポーツへの支
援

スポーツ少年団への補助金交付や
各スポーツクラブ 21 との相互連
絡・協議、地域スポーツの主軸とな
るスポーツ推進委員の活動推進を
行うことで、青少年の健全育成を図
る。

全年齢
文化・観光・
スポーツ課

 

７ 【再掲】食育の推進

市健幸まちづくり計画（市食育推進
計画）に基づき、健康、消費生活、
産業振興、農政、美化推進、教育・
保育、地域団体、事業者など多方面
と連携を取り合うことで、広範囲に
わたる食育推進を図る。

全年齢

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 
８

いのちとこころのセ
ミナー

専門家を招き、講演会と質疑応答な
どを実施する。セミナーを通して、
参加者に若年層の自殺対策の重要
性について認識を深めてもらう。

全年齢 地域福祉課

 

９ 手話言語推進事業

市手話言語条例に則り、手話は言語
であることをあらゆる世代に対し
啓発し、子どもから学ぶ環境づくり
を通じ、手話はもとより手話を母語
とするろう者等への理解を深める。

全年齢 障害福祉課

 

10 体験活動の充実

小学３年生の環境体験活動は、各小
学校が３回以上、校区の特性や地域
の方々の協力を得て、発達段階に適
した取り組みを進め、ふるさと意識
の醸成をめざしている。また、小学
校５年生の宿泊体験活動は４泊５
日実施することができ、各校がプロ
グラムを工夫し、充実度の高い活動
となっている。

学童期 教育保育課

 
11

放課後子ども教室（多
世代との地域交流）

子どもたちは、他者と協働する能
力、およびコミュニケーション能力
の向上を図るため、地域の行事等に

学童期 生涯学習課
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№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 参加し、異なる世代や集団との交流
を深めている。

 

12 いのちの授業

市内中学校において、専門家を招
き、思春期における自尊感情と相手
を思いやる心の醸成を図る授業を
実施する。今後大人へと成長するに
あたり、様々な困難を乗り越えるた
めの心の育成を図る。

思春期 地域福祉課

 
13

はたちのつどい実施
事業

市全体ではたちを祝う気運をつく
る。また、オンライン配信などの利
用により、多くの人が参加しやすい
取り組みを進める。

19 歳以上
20 歳以下

生涯学習課

 

14
青少年地域活動の支
援

広く市民を対象として実施される
青少年の健全育成に関する事業や
青少年地域活動団体の指導者の養
成に必要な研修の受講に対して補
助金を交付し、活動を支援する。

全年齢 生涯学習課

 

15

地域づくり活動の支
援

地域づくり一括交付金の交付など
を通して、こども・若者の支援に繋
がる地域課題解決などの活動や事
業の支援を行う。 全年齢

参画協働課

 
16

支援の範囲を周知し、多くの世代に
講座受講の機会を創出する。

危機管理課

 
17 ＩＣＴ活用推進事業

コンピュータやインターネットな
どを活用した情報教育を充実させ、
情報モラルを含めた児童・生徒の情
報活用能力を育成する。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育保育課

 
18 川西市展の開催

市制 70 周年を記念して令和 5 年度
の川西市展より新設された U18 部
門を今後も継続することで、中学、
高校生の文化振興に寄与する。

思春期
文化・観光・
スポーツ課

 
19

地域の活動スペース
の充実

川西市北部地域のまちづくり方針
に基づき、北部地域で住民活動のス
ペースを確保する。

全年齢
こども政策課 
資産活用課
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（２）充実した社会生活を営むことができるようにするための支援 

❶ 就労への支援 

自己の職業適性や将来の設計について主体的に考えられるようにするなど、次代を担う若者の育成に

取り組みます。また、離職する若者が早期に再就職し、その持てる能力を発揮できるよう、キャリア自

律に向けた支援を行います。 

 
❷ 文化・スポーツ活動等の活動の応援 

若者が、スポーツや文化活動に取り組める機会を充実します。 

 
 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 川西女性起業塾

市内在住または市内での起業に関
心のある女性を対象に、起業の専門
家を講師に迎え、創業前の基礎的な
セミナーや先輩創業者との交流会
から、創業後を想定した実践的なセ
ミナーや経営相談まで切れ目のな
い支援を実施する。

15 歳以上 産業振興課

 
２ 若者の就労支援

若年者を対象に、就労へ向けてのキ
ャリア形成を踏まえた支援や職場
見学・体験事業を実施する。

15 歳以上
40 歳未満

産業振興課

 
３ 多様な働き方の支援

希望する働き方の実現に向けて、労
働相談、キャリアカウンセリングの
実施やセミナーを開催する。

15 歳以上 産業振興課

 

４
若者キャリアサポー
ト川西

概ね 40 歳までの若年者を対象に、
就労へ向けて、応募書類の添削や面
接対策など、キャリア形成を踏まえ
た支援や、社会保険労務士などの専
門家を配置し、就労先の労働環境等
についての相談を行う。

15 歳以上
40 歳未満

産業振興課

 
５

若年者就労体験支援
事業

民間企業等で一定期間就労を体験
し、働く自信を身につけて就職への
可能性を広げ、「就職への一歩」を踏
み出すプログラムを実施する。

15 歳以上
50 歳未満

産業振興課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

文化・スポーツ分野等
で頑張る子ども・若者
の支援

スポーツや文化の分野で活躍して
いるプロの世界で活躍する著名人
等とふれあう機会を創設する。

学童期以降
文化・観光・
スポーツ課
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（３）こども・若者が安全に安心して暮らせる環境整備 

❶ こども・若者の交通安全を確保するための活動の推進 

こどもの生命を守り、事故からの安全を確保することが全てのこどもが健やかに育つための大前提で

あるとの認識の下、交通安全対策を進めます。 

 
❷ こども・若者を犯罪や災害等の被害から守るための活動の推進 

こどもの生命を守り、犯罪被害や災害からの安全を確保することが全ての子どもが健やかに育つため

の大前提であるとの認識の下、防犯、防災対策等を進めます。 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 交通安全対策の推進

安全灯、転落防止柵、カーブミラー
等の交通安全施設について、子ども
が安全で安心して通うことができ
るよう、新設を含め維持管理を行
う。また、信号機、横断歩道、交通
標識等の交通規制にかかる整備の
推進については、引き続き川西警察
署を通じて県公安委員会に要望す
る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

道路管理課

 
２ 交通安全教室の実施

幼児から高校生にかけて、各年代に
応じて必要となる交通安全に係る
知識の習得、意識向上のため交通安
全教室を実施する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

交通政策課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

1
防災訓練の実施防犯
システムの活用

市立教育保育施設で、子どもが身を
守る大切さや安全な避難の仕方を
学ぶとともに、職員が連携して避難
誘導できるよう、防災マニュアルに
基づき各避難訓練を実施する。ま
た、保護者に向けて的確に情報を提
供できるよう、緊急メールを発信す
るほか、災害等緊急引き渡しカード
を活用する。また、施設においては、
防犯カメラや人的な緊急出動要請
を含む機械警備システム等で、関係
機関と連携しながら、園児のより安
全な園所生活の推進を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期 

（中学生 
まで）

教育保育課

 

３

生活安全活動の充実

スマートフォンのアプリ通知機能
及び携帯電話やパソコンのメール
機能を活用し、災害情報に関する緊
急情報、防犯及び熱中症情報を配信
する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

危機管理課 
生活安全課

 

４

市民や関連団体で構成される生活
安全推進連絡協議会で地域情報共
有等連携を行う。また、各小学校区
に設置している防犯カメラを適切
に管理運用する。用車、民間協力車
両に「こどもをまもる 110 番のくる
ま」のマグネットシートを貼付し、
市内を巡回する防犯活動を行う。

生活安全課
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❸ こども・若者が安心して生活できる環境づくり 

青少年の健全育成のため、青少年愛護活動の推進するとともに、こども・若者の自殺対策を推進しま

す。 

 
 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 
5

市公用車、民間協力車両に「こども
をまもる 110 番のくるま」のマグネ
ットシートを貼付し、市内を巡回す
る防犯活動を行う。

生活安全課

 

6

市内の小学校区に「１１０番のおう
ち」を登録し、青少年が危険な目に
あった場合に緊急で避難する場所
を設定している。また、青色回転灯
パトロールを用いて、必要に応じて
地域を巡回する。各小学校におい
て、学校安全協力員が登下校時の児
童の見守りを行い、児童が安全に登
校出来る環境整備を行う。

教育保育課

 
7 青少年の育成

青少年の非行・被害を防止すべく、
全国強調週間である７月には、市役
所前に垂れ幕を設置し、非行防止の
取り組みを広く周知している。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

教育保育課

 
8 学校安全協力員

各小学校において、学校安全協力員
が登下校時の児童の見守りを行い、
児童が安全に登校出来る環境整備
を行っている。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 

9
学校の防犯システム
の活用

防犯カメラや人的な緊急出動要請
を含む夜間及び休日における機械
警備システム整備のほか、県警ホッ
トラインを設置し、関係機関と連携
しながら、児童生徒のより安全な学
校生活の推進を図る。

学童期・ 
思春期

教育総務課

 

10 安全活動の充実

市内の小学校区に「１１０番のおう
ち」を登録し、青少年が危険な目に
あった場合に緊急で避難する場所
を設定している。また、青色回転灯
パトロールを用いて、必要に応じて
地域を巡回する。各小学校におい
て、学校安全協力員が登下校時の児
童の見守りを行い、児童が安全に登
校出来る環境整備を行っている。

学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

教育保育課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

青少年愛護活動の推
進

青少年の健全育成のため、市内商業
施設において環境実態調査を実施
し、有害図書等が陳列されていない
かを確認する。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 
２

こども・若者の自殺対
策

誰も自殺に追い込まれることのな
いよう、生きることの包括的な支援
として、こども・若者への自殺対策
を推進する。

学童期・ 
思春期

調整中
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基本目標 5　こども・若者の多様性を尊重し、困難を有するこども・若者と

その家族の支援する 

（１）こども・若者の多様性を尊重し合える社会づくり 

❶ セクシュアルマイノリティ、外国にルーツをもつこども・若者への支援 

外国にルーツをもつこども・若者が安心して暮らすことができるよう相談支援体制を充実します。 

 

❷ 障がいのあるこどもへの支援 

障がいのある子どもの健やかな発達を支援し、安心して地域生活を送ることができるよう、子どもと

その保護者に対応するきめ細かな支援の推進を図ります。 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

外国にルーツを持つ
こども・若者への支援

外国にルーツをもつこども・若者が
安心して暮らせることができるよ
う相談体制などを構築する。

全年齢  調整中 

 

２
セクシュアルマイノ
リティへの支援

セ ク シ ュ ア ル マ イ ノ リ テ ィ
（LGBTQ）に関する理解を深める
ため、自認する人や悩みを持つ人、
理 解し よう とする 人の た めの相
談・学習会を開催する。

全年齢 総合センター

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 児童発達支援の充実

療育が必要な就学前の児童に対し、
日常生活における基本的な動作の
指導、知識・技能の付与、集団生活
への適応訓練等を行うとともに、児
童発達支援センターを中心に地域
事業者による療育の質向上を行う。

乳幼児期 こども支援課

 
２ 保育所等訪問支援

保育所や学校等を訪問し、障がい児
に対して、障がい児以外の児童との
集団生活への適応のための専門的
な支援を実施する。

乳幼児期・
学童期

こども支援課

 

３

障がいのある子ども
への支援の充実

重度障がい児と中度障がい児に対
し、通院・入院医療費の一部（ただ
し、高校生等の入院費については全
部）を助成する（所得制限あり）。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

医療助成・年
金課

 

4

認定こども園、保育所、幼稚園、小
中学校、留守家庭児童育成クラブ等
において、障がいのある幼児・児童
生徒一人ひとりの状況に応じて保
育士・教諭等の加配（介助員）を配
置し、ニーズに対応した支援を行
う。

インクルーシ
ブ推進課

 

5

支援児サポートシステムにより、①
適切なアセスメントのもと、個別の
教育支援計画及び個別の指導計画
を作成し、②一人一人の教育的ニー
ズを踏まえた教材を用いた教育保
育を行う。

イン 
クルーシブ 

推進課
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№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 

6
自立支援医療（育成

医療）

18 歳未満の障がい児、または治療
を行わない場合将来障がいを残す
と認められる疾患がある児童に対
し、その身体障がいを除去、軽減、
または防止するための医療費の一
部を給付する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

7
特別児童扶養手当の

支給

20 歳未満の身体または精神に障が
いがある児童を養育している保護
者を対象に支給する。（所得制限あ
り。）

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

8 介護給付費の支給

保護者負担を軽減するため、居宅介
護及び短期入所等にかかる給付費
を支給し、児童が安心して生活でき
るよう支援する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

9
障害児福祉手当の支

給

重度の障がいがあるために常時介
護を必要とする 20 歳未満の人に
支給する。（所得制限あり。）

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

10
障害児相談支援の実

施

在宅の障がい児の地域生活を支援
するため、障がい児の心身の状況や
環境、障がい児及びその保護者の意
向を聴取し、障害児支援利用計画を
作成するとともに、福祉サービス等
の利用に関する援助・調整や相談を
行う。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

11
居宅訪問型児童発達

支援の実施

重度の障がい等があり、障害児通所
支援を受けるために外出すること
が著しく困難な児童に、居宅を訪問
して日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与等の支援
を実施する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

11

重度心身障害者

（児）介護手当の支

給

常時介護を必要とする在宅の重度

心身障がい児を介護している人を

対象に支給する。(所得等の制限あ

り。)

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

12 補装具費の支給

身体上の障がいを補い、日常生活を
容易にしたり、障がい児が将来社会
人として自立するための素地を育
成するために必要な車いす、補聴器
等の補装具の購入、修理、貸与に係
る費用を支給する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

13 日常生活用具の給付

障がい児が自立した日常生活を営

むための便宜を図るため、障がいの

種類や程度に応じて日常生活用具

の給付を行う。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

14
軽・中度難聴児補聴

器の購入費助成

身体障害者手帳の交付対象となら
ない軽度または中等度の難聴児に
ついて、補聴器購入費の一部を助成
する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課
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❸ ひきこもり・不登校などへの支援 

ひきこもり、不登校といった社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対し、社会生

活を円滑に営むことができるよう、気持ちに寄り添って相談に応じ、関係機関と連携をとりながら、助

言などの支援を行います。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 

15 日中一時支援の実施

障がいのために日常生活に制限を
受ける児童に対し、生活能力向上の
ための訓練や社会参加のための外
出支援のほか、障がい児の家族の就
労支援及び一時的な休息のため、日
中活動の場を提供する。

乳幼児期・
学童期・ 

思春期
こども支援課

 

16
医療的ケア児への支
援

医療的ケアを必要とする幼児・児童
生徒が適切な支援を受けられるよ
う、保健、医療、障がい福祉、教育、
保育等の関係機関が連携し、協議の
場を持ちながら支援体制の充実を
図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

イン 
クルーシブ 

推進課 
こども支援課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
【再掲】心の相談の充
実

日常生活のストレス、ひきこもりな
どで、精神に障がいを来す恐れのあ
る人およびその家族に対して、専門
医と精神保健福祉士などが相談に
応じる。

全年齢 障害福祉課

 

2 教育相談事業

発達に関することや不登校等につ
いての悩みを抱える子どもと保護
者を対象に、電話相談や来所相談を
行うとともに、カウンセリング、言
語訓練や助言といった教育相談を
行う。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 

3
保護者や児童生徒へ
の不登校に関する支
援の周知

不登校児童生徒に対して段階別に
どのような支援が市のどの機関で
できるかという流れを分かりやす
くまとめるとともに、市・県の相談
窓口などをまとめた保護者向けガ
イドを作成し、ＨＰなどで広く周知
する。

学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター 
教育保育課

 
4

子ども主体の学びの
展開

これまでの一斉授業という学習ス
タイルから、子どもが主体的に学び
を進める教育保育へ転換を図る取
組を推進する。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 
5

校内サポートルーム
の拡充

支援員の確保と研修の充実、配置時
間の拡充を図るとともに、各校の実
態に合わせた教室環境整備を進め
られるように支援を行う。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 
6

多様な学びができる
場の充実

学校に行きづらい児童生徒の実情
に配慮した個々に合った多様な学
びができる場を充実させていく。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 

7
スクールソーシャル
ワーカーの配置

問題行動・不登校などの未然防止、
早期解決を図るために、社会福祉
士、精神保健福祉士などのスクール
ソーシャルワーカーを中学校区に
配置し、関係機関と連携を取りなが
ら、生徒・児童が抱える諸問題の解
決を図る。

学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター
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（２）困難を有するこども・若者とその家族の支援 

❶ ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭等の生活の安定に向けて経済的支援として手当の支給や医療費の助成等を行うとともに、

安定した仕事に就いて自立するための就業支援等を行います。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 

8
子ども・若者総合相談
窓口

社会生活を円滑に営む上で困難を
有する子ども・若者や、その家族か
らの相談に対して、臨床心理士等が
適切な助言や関係支援機関の紹介、
情報提供を行うなど、自立に向けて
相談者一人ひとりに対応した支援
を行う。

中学校卒業
以上 

40 歳未満

こども若者 
相談センター

 

9
【再掲】子ども・若者
支援地域協議会

困難を有する子ども・若者やその家
族に対して、子ども・若者支援地域
協議会を構成する福祉や保健、教
育、雇用等の機関が、それぞれの専
門性を生かして連携し、一人ひとり
に対応した支援を行う。

中学校卒業
以上 

40 歳未満

こども若者 
相談センター

 
10

若者の居場所運営事
業

困難を有する若者の居場所として、
若者同士がレクリエーションをし
たり、交流をしたりすることのでき
る場を運営する。

中学校卒業
以上 

40 歳未満

こども若者 
相談センター

 

11
スクールカウンセラ
ーの配置

「心の専門家」であるスクールカウ
ンセラーを学校に配置し、子どもた
ちの心の相談に当たるとともに、教
職員のカウンセリングマインドを
高めることにより、問題行動の未然
防止や早期発見、早期解決を図る。

学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 

12
子どもの人権オンブ
ズパーソン事業

公的第三者機関であり、一定の独立
性が担保された「川西市子どもの人
権オンブズパーソン」が、不登校、
家庭・交友関係の悩み、体罰、虐待
など子どもの人権問題に関し、相談
及び関係者との調整活動を行うと
ともに、市民等からの申立て等によ
る調査活動を実施するなどして、子
どもの人権を擁護し、救済を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

人権推進 
多文化共生課

 
13

【再掲】多様な学びの
機会の拡充

川西市型の多様な学び方のあり方
を調査研究し、児童生徒への支援体
制の充実を図る。

学童期・ 
思春期

教育保育課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１ 児童扶養手当の支給

父または母と生計を共にできない
児童を養育しているひとり親家庭
等を対象に支給する。（所得制限あ
り。）

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども支援課

 

２

ひとり親家庭への支
援の充実

ひとり親家庭の保護者と子ども及
び両親のいない子どもに対し、通
院・入院医療費の一部（ただし、高
校生等の入院費については全部）を
助成する（所得制限あり）。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

医療助成・年
金課

 
3 生活保護におけるひとり親世帯の 生活支援課
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❷ ヤングケアラーへの支援 

福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携して、ヤングケアラーを早期発見・把握し、必

要な支援につなげていきます。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 自立を支援するため、母子加算を実

施する。

 
4

母子生活支援施設入
所委託

母子生活支援施設に委託し、離別し
た 18 歳未満の子どもを育てている
母親や、特別な事情で緊急保護を要
する母子を入所させる。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 
5

母子父子家庭の市営
住宅優先枠の確保

年間空き家募集戸数のうち、母子家
庭等の優先枠を確保する。(所得制
限あり。）

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期

住宅政策課

 

 6
ひとり親家庭等相談

事業の実施

ひとり親家庭やひとり親になりそ

うな家庭の悩みや相談に応じ、自

立に向けた就労支援等を行う

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期 
（20 歳 

まで）

こども支援課

 

7 自立支援プログラム
策定事業の実施

ひとり親家庭の母または父に対

し、自立を促進するため、自立支

援プログラムを策定する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期 
（20 歳 

まで）

こども支援課

 

8
自立支援教育訓練給
付金事業の実施

ひとり親家庭の母または父が教育

訓練講座を受講し、修了した場合

にその経費の一部を支給する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期 
（20 歳 

まで）

こども支援課

 

9 高等職業訓練促進給
付金等事業の実施

ひとり親家庭の母または父が就職

に有利な資格の取得を促進するた

め、給付金を支給し、修業期間中

の生活の負担軽減を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期 
（20 歳 

まで）

こども支援課

 

10
ひとり親家庭への資
金貸付

一時的に生活困窮に陥った際に、応
急資金の貸し付けを行う。県事業
で、福祉資金や住宅支援資金の貸し
付けを行う。。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期 
（20 歳 
まで）

こども支援課
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❸ 児童虐待防止策の充実 

児童虐待の発生を社会全体で予防するため、関係機関や学校、保育園等への研修を行うとともに、市

民に向けた広報・啓発を実施することにより地域で子どもを見守る体制を強化し、児童虐待の発生予防

や早期発見に対する意識の醸成に取り組みます。また、要保護児童対策地域協議会の活性化を図り、関

係機関の適切な対応と支援者の資質向上に努め、地域の連携体制の充実を図り、虐待の未然防止、早期

発見、早期対応に努めます。 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
ヤングケアラーへの
支援

小中学校に通う児童へ名刺サイズ
の窓口紹介カードや配布されてい
るタブレットへ配信を行い、相談窓
口の周知を行う。また、学校や地域
において早期に把握し、関係機関と
連携をとり、必要な支援へつなぐ。

18 歳未満
こども若者 

相談センター

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
各種母子保健事業を
活用した支援の充実

乳幼児（４か月児・10 か月児・１歳
６か月児・３歳児）健康診査事業、
訪問指導（新生児・乳幼児等）事業
等の各種母子保健事業の機会をと
らえて、子育てへの不安を抱えてい
る保護者や、ハイリスク児への相談
等継続的な支援を行い、虐待の発生
予防や早期発見に努める。

乳幼児期

保健 
センター・ 
予防歯科 
センター

 

２
【再掲】家庭総合相談
窓口

18 歳未満の子どもを養育している
家庭の相談に応じる。また、必要に
応じ、各関係機関と連携を図り、一
人ひとりに対応した子育て支援を
行う。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 

３ 児童虐待防止啓発

11 月のオレンジリボン・児童虐待
防止推進キャンペーン時期に、虐待
防止に関するポスターやチラシ、啓
発グッズの配布や講演会を開催し
児童虐待防止を啓発する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 
4

【再掲】虐待防止のた
めの子育て講座

赤ちゃんを迎える父母や子どもと
の関わり方に悩む保護者を対象に
子育てのコツを学ぶ講習会を実施
する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者相
談センター

 

5
要保護児童対策協議
会

要保護児童を早期に発見し、組織的
かつ効果的な対応を図るため、実務
者会議を年６回開催し、地域、福祉、
保健、医療、教育、警察等の関係機
関によるネットワークを充実する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 

6
児童育成支援拠点の
検討

養育環境等に課題を抱える、家庭や
学校に居場所のない児童等に対し
て、当該児童の居場所となる場を開
設し、児童とその家庭が抱える多様
な課題に応じて、生活習慣の形成や
学習のサポート、進路等の相談支
援、食事の提供等を行うとともに、
児童及び家庭の状況をアセスメン
トし、関係機関へのつなぎを行う等
の個々の児童の状況に応じた支援
を包括的に提供することにより、虐
待を防止し、児童の最善の利益の保
障と健全な育成を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども政策課
こども若者 

相談センター
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❹ 経済的に困難を有するこども・若者とその家族の支援 

家庭の経済状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることのないよう教育の支援を

行います。 

№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 
7

子育て世帯訪問支援
事業

家事・育児等に対して、不安や負担
を抱える子育て家庭等に対し、ヘル
パー等を派遣し、当該家庭の抱える
諸問題の軽減及び解決を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

こども若者 
相談センター

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１ 自立相談支援事業

生活保護に至る前の段階の自立支
援策の強化を図るため、生活困窮者
に対してアセスメントを実施し、
個々人の状態にあったプランを作
成し、必要なサービスの提供につな
げる。

全年齢 地域福祉課

 

2
川 西 市 子 ど も の 学
習・生活支援事業

こどもが現在から将来にわたり、困
窮状態に陥らないよう、また、世代
を超えて連鎖することを防ぐため、
安心して過ごせる居場所において、
基本的な生活習慣を身に付けられ
るよう支援を行うとともに学習へ
の支援を行う（特定の中学校区で実
施）。

学童期・思
春期（中学
生まで）

地域福祉課

 
3

要保護・準要保護児童
生徒就学援助費の支
給

義務教育年齢の子どもがいる世帯
で、経済的理由により就学に要する
費用の支払いが困難な保護者に対
して、その費用の一部を援助する。

学童期・ 
思春期 

（中学生 
まで）

教育総務課

 
4

特別支援教育児童生
徒就学奨励費の支給

市立小中学校の特別支援学級に在
籍する児童及び生徒の保護者に対
して、就学に必要な費用の一部を援
助する。

学童期・ 
思春期 

（中学生 
まで）

教育総務課

 
5

【再掲】中学生への無
料学習支援の実施

学習に対して不安を持つ中学生に
対し、平日の放課後に中学校を会場
として、民間事業者への委託による
無料学習支援を実施する。

思春期 
(中学生 
のみ)

教育保育課

 

6
生活保護世帯の子ど
もへの支援

・高等学校などに就学し、卒業する
ことが当該世帯の自立助長に効果
的であると認められる場合に支給
する。 
生活保護受給中の高校生のアルバ
イトなどの収入のうち、高等学校等
就学費の支給対象とならない、又は
賄いきれない経費であって就学の
ために必要な最小限度の額を収入
として認定しない。 
生活保護受給中に受けた貸付金、恵
与金などのうち社会通念上、必要と
認められる子どもの学習にかかる
最小限度の額を収入として認定し
ない。 
川西市就労準備支援事業を活用し
就労体験の機会を設け、就労に向け
た能力の向上等を行い、一般就労に
向けた準備を行う。

16 歳以上 生活支援課

 7 生活保護制度にかか 65 歳未満で就労可能な生活保護受
16 歳以上
65 歳未満

生活支援課
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№ 取組 実施内容 対象 担当所管

 る被保護者就労支援
事業

給者に対して、就労支援員とハロー
ワークによる就労支援を行う。

 

8
大学等への進学者に
対する進学・就労準備
給付金の給付

大学等への進学を支援することで
生活保護世帯の子どもの自立を助
長するため、進学の際の新生活立ち
上げの費用として進学準備給付金
を支給する。また、高校卒業後、就
職することによって保護廃止とな
る対象者に就労準備給付金を支給
する。

18 歳 生活支援課

 

9
生活困窮者住居確保
給付金

離職、廃業後 2 年以内の方、または、
やむを得ない休業により離職・廃業
と同程度の状況にある方で、住まい
を喪失するか、喪失のおそれのある
方に、家賃を助成し、就労機会等の
確保に向け支援を行う。

18 歳以上 地域福祉課

 
10

大学等への進学に対
する支援金の給付

経済的な理由により大学等への進
学を断念することのないよう、入学
者に対し、進学支援金を給付する。

青年期以上 教育総務課

 

11
【新規】総合的な子ど
もの貧困対策の推進

こどもの貧困を社会全体で解決す
るため、教育の支援、生活の安定に
資するための支援、職業生活の安定
と向上に資するための就労の支援、
経済的支援を始めとしたさまざま
な観点から、関係課と連携し、こど
もの貧困対策に取り組む。

全年齢 こども政策課
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基本目標６　こども・若者の権利を守り、意見表明できる機会を保障する 

 （１）こども・若者が意見表明できる機会の保障 

❶ （仮称）こども参加条例の周知 

こども・若者の意見表明の機会を保障する（仮称）こども参加条例の周知を図ります。 

 
❷ こども・若者の意見表明の機会の充実 

こどもや若者が自由に意見を表明しやすい、環境整備と気運の醸成に取り組みます。また、広く社会

に対しても、こども・若者の意見を表明する権利について周知啓発します。 

 

（２）子どもの人権を尊重する社会づくり 

❶ こどもの人権学習機会の促進 

子どもの人権を含め、あらゆる人権について学べる機会を充実します。 

 
 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１
【新規】（仮称）こど
も参加条例の周知

こども・若者の意見表明の機会を保
障する条例施行後、市民やこども・
若者当事者、市内部での共通認識を
図るため、さまざまな情報発信を行
う。

全年齢 こども政策課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 
１

【新規】（仮称）こど
も参加条例を踏まえ
た事業の実施

条例に基づき、庁内体制などの環境
整備や具体的な行政事業への反映
などに取り組む。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期・ 
青年期

こども政策課

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

１

人権学習の推進

川西市人権行政推進プラン・川西市
人権教育基本方針の具現にむけ、学
校園所における人権文化の創造を
図るため、学校園所が実施する「あ
らゆる人権課題についての子ども
の学習機会」を促進する。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期 
(中学生 
まで)

イン 
クルーシブ 

推進課

 
２

現地学習会や座談会などを通し、子

ども自身が「権利」や「人権」を体

験し、学び、実践する。

学童期・ 
思春期 
(高校生 

まで)

人権推進 
多文化共生課

 

3 人権学習

幼児児童生徒が、「こどもの人権」に
ついて理解を深められるよう、各学
校園所において学習機会を確保す
るとともに、子どもが意見表明でき
る機会を設けるなど、市教育委員会
や学校園所が子どもの意見を尊重
する取組を推進する。

学童期・ 
思春期

教育保育課
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（3）こどもたちの相談・支援体制の充実 

1❶ 子どもの人権オンブズパーソン事業 

子どもの人権を擁護し、救済を図る子どもの人権オンブズパーソン事業を推進します。 

 

 № 取組 実施内容 対象 担当所管

 

２
【再掲】子どもの人権
オンブズパーソン事
業

公的第三者機関であり、一定の独立
性が担保された「川西市子どもの人
権オンブズパーソン」が、不登校、
家庭・交友関係の悩み、体罰、虐待
など子どもの人権問題に関し、相談
及び関係者との調整活動を行うと
ともに、市民等からの申立て等によ
る調査活動を実施するなどして、子
どもの人権を擁護し、救済を図る。

乳幼児期・
学童期・ 
思春期

人権推進 
多文化共生課
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第５章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画 

量の見込みと提供体制の確保 

（教育保育、地域子ども・子育て支援事業） 
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１　教育保育、地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定 

（１）提供区域の設定にかかる考え方 　 

子ども・子育て支援法第 61 条第 2 項の規定により、計画の策定にあたっては、地理的条件、人口、 

交通事情その他の社会的条件、教育保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に

勘案して提供区域を定めることとしています。 

この提供区域ごとに「教育保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の「量の見込み」「確保の内容」 

「実施時期」を記載します。 

 

（２）本計画における提供区域　　 

提供区域は市内全域を基本とし、「地域子育て支援拠点事業」については中学校区とします。 

 

 

 提供区域 区分

 

市内全域

①教育保育 
②地域子ども・子育て支援事業 

利用者支援事業 
延長保育事業 
放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成クラブ） 
子育て短期支援事業（ショートステイ） 
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 
養育支援訪問事業 
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 
一時預かり事業（幼稚園型） 
一時預かり事業（保育所、ファミリーサポートセンター等） 
病児保育事業 
子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター）（就学児） 
妊婦に対する健康診査 
子育て世帯訪問支援事業【新規】 
児童育成支援拠点事業【新規】   
親子関係形成支援事業【新規】

 
中学校区

②地域子ども・子育て支援事業 
地域子育て支援拠点事業
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２　計画期間における人口推計 

計画の策定にあたって、教育保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出に必要とされる 

0 歳から 11 歳について、計画期間である令和７年～令和 11 年の人口推計を行いました（各年 4 月

1 日）。0～2 歳の推計人口は、年齢別にみると多寡はあるものの、小計ではほぼ横ばいとなっています。 

中学校区ごとの人口を以下の方法（コーホート変化率法）で算出し、積み上げた数値を市全域の人口 

推計としています。 

 

①　令和２年 4 月 1 日～令和６年 4 月１日時点の 5 年分の住民基本台帳人口から各年齢別に翌年の同 

集団（＋1 歳）の人口との増減率を求め、その平均値を算出 

②　上記の増減率の平均値を、基準とする令和６年 4 月 1 日時点の年齢別人口に乗じ、令和７年～令和 

８年各年齢の推計者数を算出 

③　0 歳児については、令和２年 4 月 1 日～令和６年 4 月１日時点の 5 年分の住民基本台帳人口から 

女性子ども比の平均値を算出し、各年に適用 

 

各年 4 月 1 日時点（人） 
 

 
年齢

実績 推計

 令和３年 
（2021 年）

令和４年 
（2022 年）

令和５年 
（2023 年）

令和６年 
（2024 年）

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

 0 歳 852 923 848 858 824 813 807 802 796

 1 歳 952 935 991 937 956 913 902 895 888

 2 歳 1,113 1,007 985 1,028 997 1,017 969 957 949

 小計 2,917 2,865 2,824 2,823 2,777 2,743 2,678 2,654 2,633

 3 歳 1,069 1,157 1,022 1,027 1,076 1,047 1,068 1,016 1,004

 4 歳 1,182 1,102 1,191 1,051 1,065 1,111 1,088 1,107 1,053

 5 歳 1,207 1,200 1,107 1,198 1,067 1,082 1,127 1,107 1,126

 小計 3,458 3,459 3,320 3,276 3,208 3,240 3,283 3,230 3,183

 6 歳 1,258 1,217 1,223 1,125 1,223 1,091 1,105 1,151 1,134

 7 歳 1,304 1,257 1,223 1,226 1,137 1,234 1,102 1,117 1,161

 8 歳 1,294 1,301 1,261 1,215 1,236 1,145 1,244 1,110 1,125

 9 歳 1,357 1,291 1,310 1,270 1,231 1,253 1,160 1,260 1,124

 10 歳 1,385 1,362 1,301 1,312 1,285 1,246 1,269 1,174 1,275

 11 歳 1,327 1,394 1,370 1,303 1,325 1,302 1,262 1,286 1,190

 小計 7,925 7,822 7,688 7,451 7,437 7,271 7,142 7,098 7,009

 合計 14,300 14,146 13,832 13,550 13,422 13,254 13,103 12,982 12,825
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３　量の見込みと提供体制の確保方策の基本的な考え方 

（１）各年度における量の見込みの算定方法　　 

第 2 期計画策定時、人口の推移や令和５年度に実施した「子育て支援に関するアンケート調査」の回答を

もとに国の示す手順を基本として算出した数値と実績値を比較し、適切な量の見込を算出しました。（詳細

はそれぞれの項目に記載）。 
なお、毎年度量の見込みを時点修正するなど、今後の人口増減や保育ニーズ等の実態に適切に対応しま

す。 
 

（２）提供体制の確保方策の実施時期と内容　　 

➊ 提供体制の確保方策の実施時期 

教育保育の利用希望に対応する提供体制の確保については、国が示す「第三期市町村子ども・子育て

支援事業計画」の対象期間最終年度である令和１１年度末までに対応することをめざし記載しています。　　　

また、地域子ども・子育て支援事業についても、同計画期間中に提供体制を確保できるよう、その内容

及び実施時期を記載しています。 

 

➋ 教育保育の提供体制の確保方策の内容 

各年度の教育保育の量の見込みに対する提供体制として、以下の教育保育施設・事業などをもって確

保方策の内容としています。 

 

【幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業・地域保育園】 

市内に立地する各幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、地域保育園の利用定員を基本

とする数値を記載しています。 

令和７年度に民間保育施設を２施設（幼保連携型認定こども園及び認可保育所）を開設すること、令

和１０年度に市立幼稚園と市立保育所を一体化した幼保連携型認定こども園を２施設開設予定であり、

今後の保育ニーズ等を注視することとしています。 

【企業主導型保育事業】 

定員数のうち、事業実施者の従業員等が利用する「従業員枠」とは別に定員の 50％以下で設定が可能

な「地域枠」を提供体制として記載しています。 
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４　教育保育の量の見込みと提供体制の確保方策 

（１）教育保育施設の量の見込みと実施しようとする提供体制の確保方策  

➊ 人口推計 

コーホート変化率法により算出しています。（P.●参照） 

➋ 利用希望率 

２号認定・３号認定の利用希望率ともに、年々利用希望率が増加しており、今後とも保育ニーズが増

加するものと想定しています。そのため、実績値の傾向を踏まえ、希望率を算出しています。 

また、１号認定の利用希望率については、保育ニーズの増加に伴い、令和 11 年度まで割合の減少が

続くものと想定しています。 

➌ 量の見込み 

人口推計と利用希望率を掛け合わせ算出しています。 

➍ 確保方策 

既存の施設定員数と増減を見込む施設の定員数の和のうち、量の見込みを受け入れるのに必要とされ

る数値を示しています。 

➎ 確保方策の考え方 

保育所機能利用の児童について、３号認定児童は、全体として定員の不足は発生しない見込である

ことから、現行の確保方策を継続します。。 

２号認定児童は、定員が不足していますが、各施設が弾力的な運用により定員を超えた受け入れを

行っていることなどから、定員の不足は解消され、待機児童（国基準）は０を継続する見込です。令

和７年度に民間保育施設を２施設開設することから、今後の保育ニーズ等を注視することとし、現時

点では新たな確保方策を講じないこととします。 

また、令和10年度に開設予定の幼保連携型認定こども園については、令和7年度の待機児童数や保

留児童数などを勘案し、定員設定を行います。 

幼稚園機能利用の児童について、量の見込を大きく上回る提供体制となっていることから、必要に

応じて１号認定定員の見直しに取組みます。 

なお、令和９年度の中間見直し時に、適切な確保方策のあり方について検討します。 

 

 
（表の解説） 

※１　各認定区分において示す利用希望率を毎年度の利用希望者数の割合の目標値とします 

※２　企業主導型保育施設の確保方策最大値（地域枠）は各施設の定員の２分の１としています 

※３　幼稚園機能を希望する 2 号認定とは、2 号認定のうち、幼稚園の利用希望が強いと想定される人を

さします 

※４　「幼稚園」では、市立幼稚園の確保方策を「幼稚園機能利用」欄に計上しています 

※５　「認定こども園」では、市立及び民間認定こども園の確保方策を、「幼稚園機能利用」「保育所機能

利用欄に計上しています 

※６　「確認を受けない幼稚園」では、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の確保方

策数を、「幼稚園機能利用」欄に計上しています
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年

度

区分 幼稚園機能利用 保育所機能利用

 認定区分 1 号 2 号
合計

2 号 3 号
合計  年齢 3～5 歳 3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1・2 歳 小計

 (

参
考)

令
和
６
年
度
（
２
０
２
４
年
度
）【
実
績
】

人口推計（人） 3,276 3,276 858 1,965 2,828 6,099 

 利用希望率 34.3% 13.9% 482% 44.7% 17.9% 51.2% 41.0% 43.0%

 実績申込者数（人） 1,125 454 1,579 1,463 154 1,007 1,161 2,624 

 
確
保
方
策
（
人
）

幼稚園・保育所・認定こども園 1331 1,272 185 780 965 2,237 

 確認を受けない幼稚園 1,240 － － － － －

 地域型保育 － 0 40 143 183 183 

 企業主導型 － 65 30 78 108 173 

 地域保育園 － 46 5 30 35 81 

 計 2,571 1,383 260 1,031 1,291 2,674

 実績に対する 
確保方策の不足(人)

0 80 0 0 0 -

 
年

度

区分 幼稚園機能利用 保育所機能利用

 認定区分 1 号 2 号
合計

2 号 3 号
合計

 年齢 3～5 歳 3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1・2 歳 小計

 
令
和
７
年
度
（
２
０
２
５
年
度
）【
見
込
】

人口推計（人） 3,208 3,208 824 1,953 2,777 5,985 

 利用希望率 32.2% 13.9% 46.1% 47.8% 18.0% 52.5% 42.2% 45.2%

 量見込み（人） 1,034 444 1,478 1,533 148 1,025 1,173 2,706 

 
確
保
方
策
（
人
）

幼稚園・保育所・認定こども園 1,331 1,356 197 828 1,025 2,381 

 確認を受けない幼稚園 1,240 － － － － －

 地域型保育 － 0 40 143 183 183 

 企業主導型 － 65 30 78 108 173 

 地域保育園 － 46 5 30 35 81 

 計 2,571 1,467 272 1,079 1,351 2,818 

 量の見込みに対する 
確保方策の不足(人)

0 66 0 0 0 -

 
年

度

区分 幼稚園機能利用 保育所機能利用

 認定区分 1 号 2 号
合計

2 号 3 号
合計  年齢 3～5 歳 3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1・2 歳 小計

 
令
和
８
年
度
（
２
０
２
６
年
度
）【
見
込
】

人口推計（人） 3,240 3,240 813 1,930 2,743 5,983 

 利用希望率 30.1% 13.9% 44.0% 49.6% 18.9% 53.7% 43.4% 46.7%

 量見込み（人） 977 449 1,426 1,607 154 1,036 1,190 2,797 

 
確
保
方
策
（
人
）

幼稚園・保育所・認定こども園 1,331 1,356 197 828 1,025 2,381 

 確認を受けない幼稚園 1,240 － － － － －

 地域型保育 － 0 40 143 183 183 

 企業主導型 － 65 30 78 108 173 

 地域保育園 － 46 5 30 35 81 

 計 2,571 1,467 272 1,079 1,351 2,818 

 量の見込みに対する 
確保方策の不足(人)

0 140 0 0 0 -
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　※　確保方策のうち「幼稚園・保育所・認定こども園」について、休園中の「東谷幼稚園」を含んでいます。 

※　今後、各施設の定員変更などの事情が生じた場合には、数値が変更となる可能性があります。 

 
年

度

区分 幼稚園機能利用 保育所機能利用

 認定区分 1 号 2 号
合計

2 号 3 号
合計

 年齢 3～5 歳 3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1・2 歳 小計

 
令
和
９
年
度
（
２
０
２
７
年
度
）【
見
込
】

人口実績（人） 3,283 3,283 807 1,871 2,678 5,961 

 利用希望率 28.1% 13.9% 41.9% 51.5% 20.1% 54.7% 44.2% 48.2%

 実績申込者（人） 921 455 1,376 1,691 162 1,023 1,185 2,876 

 
確
保
方
策
（
人
）

幼稚園・保育所・認定こども園 1,331 1,356 197 828 1,025 2,381 

 確認を受けない幼稚園 1,240 － － － － －

 地域型保育 － 0 40 143 183 183 

 企業主導型 － 65 30 78 108 173 

 地域保育園 － 46 5 30 35 81 

 計 2,571 1,467 272 1,079 1,351 2,818 

 量の見込みに対する 
確保方策の不足(人)

0 224 0 0 0 -

 
年

度

区分 幼稚園機能利用 保育所機能利用

 認定区分 1 号 2 号
合計

2 号 3 号
合計

 年齢 3～5 歳 3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1・2 歳 小計

 
令
和

年
度
（
２
０
２
８
年
度
）【
見
込
】

10

人口推計（人） 3,230 3,230 802 1,852 2,654 5,884 

 利用希望率 26.0% 13.9% 39.8% 53.3% 21.4% 55.5% 45.2% 49.7%

 量見込み（人） 839 447 1,286 1,722 172 1,028 1,200 2,922 

 
確
保
方
策
（
人
）

幼稚園・保育所・認定こども園 1,331 1,356 197 828 1,025 2,381 

 確認を受けない幼稚園 1,240 － － － － －

 地域型保育 － 0 40 143 183 183 

 企業主導型 － 65 30 78 108 173 

 地域保育園 － 46 5 30 35 81 

 計 2,571 1,467 272 1,079 1,351 2,818 

 量の見込みに対する 
確保方策の不足(人)

0 255 0 0 0 -

 
年

度

区分 幼稚園機能利用 保育所機能利用

 認定区分 1 号 2 号
合計

2 号 3 号
合計  年齢 3～5 歳 3～5 歳 3～5 歳 0 歳 1・2 歳 小計

 
令
和

年
度
（
２
０
２
９
年
度
）【
見
込
】

11

人口推計（人） 3,183 3,183 796 1,837 2,633 5,816 

 利用希望率 23.9% 13.9% 37.8% 55.1% 23.0% 56.0% 46.0% 51.0%

 量見込み（人） 761 441 1,202 1,754 183 1,029 1,212 2,966 

 
確
保
方
策
（
人
）

幼稚園・保育所・認定こども園 1,331 1,356 197 828 1,025 2,381 

 確認を受けない幼稚園 1,240 － － － － －

 地域型保育 － 0 40 143 183 183 

 企業主導型 － 65 30 78 108 173 

 地域保育園 － 46 5 30 35 81 

 計 2,571 1,467 272 1,079 1,351 2,818 

 量の見込みに対する 
確保方策の不足(人)

0 287 0 0 0 -
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５　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保方策 

（１）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする提供体制の確保方策 

① 利用者支援事業 

【事業概要】 

教育保育や子育て支援にかかる情報提供や相談・助言、関係機関との連絡調整等を行う事業で、以下

の類型に分類されます。 

特　定　型：待機児童0の継続等を図るため、教育保育施設や事業を円滑に利用できるよう支援を

行う 

基　本　型：こども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用

できるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を行う 

こども家庭センター型：母子保健と児童福祉が連携・協議し一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳

幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援及び全てのこどもと家庭に対して

虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援まで、切れ目なく対応する。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和６年度の実施予定数とし、令和７年度以降は利用者の個別ニーズに沿

った情報提供や相談を提供する必要性は今後も継続するものとしています。 

【確保方策の考え方】 

入園所相談課やこども若者相談センター、保健センター等で、特定型、基本型、母子保健型の利用者

支援事業を実施します。 

 

 

 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 確保方策 4 4 4 4 4 4
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② 延長保育事業 

【事業概要】 

保育認定を受けた子どもを対象に、認可保育所や認定こども園等で、保育時間を延長して保育を実施

する事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和２年度～令和５年度の平均値とし、令和７年度以降は就学前人口の変

化と同様に推移するものと想定します。 

【確保方策の考え方】 

時間外保育事業は、各施設に在籍する児童が利用する事業であり、各施設において実質的に定員の設

定を行っておらず、申請に応じてすべての児童が利用します。 

 

 

 

③ 放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成クラブ） 

【事業概要】 

保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業が終わった後や学校の休業期間等にお

いて、適切な遊びや生活の場を提供し、支援員の活動支援のもと児童の健全育成を図る事業です。 

【量の見込みの考え方】 

教育保育施設利用希望者（2 号認定）の 5 歳児と新 1 年生申請者の割合及び 2 年生以上の継続率を基

に、小学校区域ごとに量を見込み算出しています。 

【確保方策の考え方】 

利用実績において登録児童の出席率は約 8 割であることから、利用登録の上限を定員の２割増とし

ています。それに加えてクラブ室に余裕がある場合は、施設基準を満たす範囲で増員しています。 

・利用登録定員を超える見込みがあった場合、低学年が優先的に利用できるよう配慮しています。 

・既存の民間留守家庭児童育成クラブへの安定的な運営を支援し、児童の健全育成を図る場を確保し

ます。 

・学校施設を活用した放課後居場所づくり事業などと連携し、児童の放課後の安全・安心な居場所づ

くりを進めます。 

 
 

 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み① 484 人 484 人 482 人 476 人 471 人 494 人

 確保方策② 484 人 484 人 482 人 476 人 471 人 494 人

 ②‐① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
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◉表の考え方 

留守家庭児童育成クラブは提供区域を市内全域としていますが、確保方策が小学校区ごとと

なり、区域を小学校として示しています。 

 

表の見方は右記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

量 差 量 差 量 差 量 差 量 差 量 差

1 573 573 0 549 549 0 577 577 0 610 610 0 621 621 0 536 535 1

2 492 492 0 522 522 0 499 497 2 528 498 30 556 492 64 480 476 4

3 393 389 4 394 353 41 420 315 105 400 275 125 431 278 153 364 349 15

4 237 191 46 258 195 63 250 174 76 268 177 91 253 153 100 237 217 20

5 119 102 17 116 90 26 128 95 33 118 84 34 125 89 36 89 80 9

6 46 28 18 66 40 26 62 43 19 70 43 27 64 39 25 45 38 7

計 1,860 1,775 85 1,905 1,749 156 1,936 1,701 235 1,994 1,687 307 2,050 1,672 378 1,751 1,695 56

1 40 40 0 46 46 0 51 51 0 60 60 0 53 53 0 44 44 0

2 44 44 0 40 40 0 46 46 0 52 52 0 61 61 0 39 39 0

3 33 33 0 37 37 0 34 34 0 39 24 15 44 22 22 42 36 6

4 33 19 14 26 13 13 29 5 24 27 0 27 30 0 30 13 10 3

5 5 0 5 13 0 13 10 0 10 11 0 11 10 0 10 6 5 1

6 3 0 3 3 0 3 7 0 7 5 0 5 6 0 6 1 1 0

計 158 136 22 165 136 29 177 136 41 194 136 58 204 136 68 145 135 10

1 31 31 0 35 35 0 29 29 0 37 37 0 31 31 0 32 32 0

2 26 26 0 25 25 0 29 29 0 24 24 0 30 30 0 23 23 0

3 19 19 0 21 21 0 20 20 0 23 23 0 19 19 0 18 18 0

4 10 10 0 10 10 0 11 11 0 11 11 0 12 12 0 13 13 0

5 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 1 2 3 3 0 2 2 0

6 1 1 0 3 2 1 3 3 0 3 0 3 3 1 2 2 2 0

計 90 90 0 97 96 1 95 95 0 101 96 5 98 96 2 90 90 0

1 43 43 0 35 35 0 34 34 0 47 47 0 32 32 0 55 55 0

2 55 55 0 43 43 0 35 35 0 34 34 0 47 47 0 40 40 0

3 35 35 0 48 48 0 38 38 0 31 31 0 30 30 0 40 40 0

4 29 29 0 26 26 0 35 35 0 28 28 0 23 23 0 22 17 5

5 11 11 0 15 15 0 13 13 0 18 18 0 14 14 0 12 8 4

6 5 5 0 5 5 0 7 7 0 6 6 0 8 8 0 3 2 1

計 178 178 0 172 172 0 162 162 0 164 164 0 154 154 0 172 162 10

1 46 46 0 44 44 0 52 52 0 38 38 0 47 47 0 29 29 0

2 25 25 0 40 40 0 38 38 0 45 45 0 33 33 0 35 35 0

3 29 27 2 21 14 7 33 8 25 31 15 16 37 18 19 18 18 0

4 8 0 8 14 0 14 10 0 10 16 0 16 15 0 15 8 8 0

5 3 0 3 2 0 2 4 0 4 3 0 3 4 0 4 6 6 0

6 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0

計 113 98 15 122 98 24 138 98 40 135 98 37 137 98 39 97 97 0

【参考】

令和６年度実績

（2024年度）

確 確 確 確 確 確

区域 学年

令和７年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

市
内
全
域

1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912

久
代

136 136 136 136 136 136

加
茂

96 96 96 96 96 96

川
西

183 183 183 183 183 183

桜
が
丘

98 98 98 98 98 98

 令和７年度 
（2025 年度）

 量 確 差

※確保方策の左欄は各クラブ利用登録の上限定員

量の見込み
確保方策

確保方策 - 量の見込み
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量 差 量 差 量 差 量 差 量 差 量 差

1 59 59 0 56 56 0 47 47 0 53 53 0 56 56 0 50 50 0

2 44 44 0 52 52 0 50 50 0 42 42 0 47 47 0 53 53 0

3 38 38 0 27 27 0 34 34 0 33 33 0 28 28 0 31 27 4

4 20 20 0 25 25 0 15 15 0 21 21 0 21 21 0 25 25 0

5 10 9 1 8 8 0 12 12 0 5 5 0 8 8 0 5 5 0

6 3 0 3 5 2 3 4 4 0 6 6 0 2 2 0 6 6 0

計 174 170 4 173 170 3 162 162 0 160 160 0 162 162 0 170 166 4

1 55 55 0 57 57 0 48 48 0 49 49 0 44 44 0 59 59 0

2 56 56 0 52 52 0 54 54 0 45 45 0 46 46 0 47 47 0

3 30 30 0 36 36 0 33 33 0 34 34 0 28 28 0 22 22 0

4 15 15 0 18 18 0 22 22 0 20 20 0 20 20 0 31 26 5

5 16 16 0 9 9 0 9 9 0 12 12 0 11 11 0 8 6 2

6 5 3 2 10 3 7 5 5 0 6 6 0 8 8 0 11 7 4

計 177 175 2 182 175 7 171 171 0 166 166 0 157 157 0 178 167 11

1 32 32 0 33 33 0 38 38 0 39 39 0 41 41 0 26 26 0

2 18 18 0 23 23 0 23 23 0 27 27 0 28 28 0 29 29 0

3 25 25 0 13 13 0 17 17 0 17 17 0 21 21 0 29 29 0

4 20 20 0 16 16 0 7 7 0 10 10 0 10 10 0 11 10 1

5 7 7 0 14 14 0 11 11 0 5 5 0 7 7 0 2 2 0

6 2 2 0 5 5 0 8 8 0 7 7 0 4 4 0 2 2 0

計 104 104 0 104 104 0 104 104 0 105 105 0 111 111 0 99 98 1

1 47 47 0 27 27 0 37 37 0 38 38 0 42 42 0 48 48 0

2 46 46 0 45 45 0 25 25 0 35 35 0 36 36 0 28 28 0

3 23 23 0 39 39 0 38 38 0 20 20 0 30 30 0 33 32 1

4 15 15 0 10 10 0 18 18 0 17 17 0 9 9 0 12 9 3

5 6 6 0 8 8 0 5 5 0 9 9 0 8 8 0 8 7 1

6 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 0 1

計 139 139 0 131 131 0 125 125 0 120 120 0 128 128 0 130 124 6

1 24 24 0 31 31 0 41 41 0 40 40 0 50 50 0 26 26 0

2 23 23 0 22 22 0 28 27 1 37 28 9 36 18 18 15 15 0

3 14 14 0 21 15 6 20 0 20 25 0 25 34 0 34 13 11 2

4 9 7 2 10 0 10 14 0 14 14 0 14 17 0 17 9 8 1

5 5 0 5 5 0 5 6 0 6 8 0 8 8 0 8 4 4 0

6 4 0 4 5 0 5 5 0 5 6 0 6 8 0 8 2 2 0

計 79 68 11 94 68 26 114 68 46 130 68 62 153 68 85 69 66 3

1 28 28 0 29 29 0 39 39 0 36 36 0 41 41 0 23 23 0

2 24 24 0 29 29 0 30 29 1 40 32 8 37 27 10 24 21 3

3 17 16 1 17 10 7 21 0 21 22 0 22 29 0 29 14 12 2

4 9 0 9 11 0 11 11 0 11 14 0 14 14 0 14 4 3 1

5 1 0 1 3 0 3 4 0 4 4 0 4 5 0 5 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

計 79 68 11 89 68 21 106 68 38 117 68 49 127 68 59 66 60 6

1 17 17 0 12 12 0 12 12 0 10 10 0 12 12 0 14 14 0

2 12 12 0 14 14 0 10 10 0 10 10 0 8 8 0 14 14 0

3 9 9 0 8 8 0 9 9 0 7 7 0 7 7 0 10 10 0

4 5 5 0 5 5 0 4 4 0 5 5 0 4 4 0 0 0 0

5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 43 43 0 40 40 0 36 36 0 33 33 0 32 32 0 42 42 0

1 14 14 0 17 17 0 17 17 0 13 13 0 18 18 0 15 15 0

2 17 17 0 16 16 0 19 19 0 19 19 0 15 15 0 19 19 0

3 17 17 0 15 15 0 15 15 0 17 17 0 17 17 0 11 11 0

4 10 10 0 14 14 0 13 13 0 13 13 0 14 14 0 12 12 0

5 9 9 0 8 8 0 11 11 0 10 10 0 10 10 0 7 7 0

6 6 6 0 7 7 0 7 7 0 9 9 0 8 8 0 4 4 0

計 73 73 0 77 77 0 82 82 0 81 81 0 82 82 0 68 68 0

【参考】

令和６年度実績

（2024年度）

確 確 確 確 確 確

区域 学年

令和７年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

川
西
北

170 170 170 170 170 170

明
峰

175 175 175 175 175 175

多
田

120 120 120 120 120 120

多
田
東

158 158 158 158 158 158

緑
台

68 68 68 68 68 68

陽
明

68 68 68 68 68 68

清
和
台

48 48 48 48 48 48

清
和
台
南

99 99 99 99 99 99
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量 差 量 差 量 差 量 差 量 差 量 差

1 31 31 0 17 17 0 14 14 0 19 19 0 15 15 0 19 19 0

2 16 16 0 26 26 0 14 14 0 12 12 0 16 16 0 25 25 0

3 22 22 0 13 13 0 22 22 0 12 12 0 10 10 0 19 19 0

4 11 11 0 15 15 0 8 8 0 15 15 0 7 7 0 30 30 0

5 18 18 0 7 7 0 9 9 0 4 4 0 9 9 0 6 6 0

6 3 3 0 9 9 0 4 4 0 5 5 0 2 2 0 3 3 0

計 101 101 0 87 87 0 71 71 0 67 67 0 59 59 0 102 102 0

1 33 33 0 30 30 0 37 37 0 35 35 0 33 33 0 32 31 1

2 32 32 0 33 33 0 30 30 0 37 37 0 35 35 0 41 40 1

3 39 39 0 31 31 0 32 32 0 29 29 0 37 37 0 21 21 0

4 17 17 0 32 32 0 25 25 0 26 26 0 23 23 0 28 27 1

5 20 20 0 12 12 0 23 17 6 16 14 2 18 13 5 9 8 1

6 4 0 4 9 3 6 5 0 5 10 0 10 7 0 7 4 3 1

計 145 141 4 147 141 6 152 141 11 153 141 12 153 141 12 135 130 5

1 56 56 0 64 64 0 68 68 0 79 79 0 93 93 0 47 47 0

2 39 39 0 47 47 0 54 54 0 57 44 13 66 30 36 33 33 0

3 29 28 1 33 12 21 40 1 39 47 0 47 49 0 49 26 26 0

4 13 0 13 15 0 15 17 0 17 20 0 20 24 0 24 10 10 0

5 2 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 4 1 1 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

計 139 123 16 162 123 39 182 123 59 207 123 84 236 123 113 118 118 0

1 17 17 0 16 16 0 13 13 0 17 17 0 13 13 0 17 17 0

2 15 15 0 15 15 0 14 14 0 12 12 0 15 15 0 15 15 0

3 14 14 0 14 14 0 14 14 0 13 13 0 11 11 0 17 17 0

4 13 13 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 10 10 0 9 9 0

5 3 3 0 5 5 0 4 4 0 5 5 0 5 5 0 9 9 0

6 6 6 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0

計 68 68 0 63 63 0 59 59 0 61 61 0 57 57 0 70 70 0

【参考】

令和６年度実績

（2024年度）

確 確 確 確 確 確

区域 学年

令和７年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

け
や
き
坂

122 122 122 122 122 122

東
谷

141 141 141 141 141 141

牧
の
台

123 123 123 123 123 123

北
陵

107 107 107 107 107 107
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④ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

【事業概要】 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった児童について、

児童福祉施設等に入所させ、短期間児童を預かる事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和２年度～令和５年度の平均値とし、令和７年度以降は小学生以下の人

口の変化と同様に推移するものと想定します。 

【確保方策の考え方】 

市内に当該事業を実施する児童福祉施設等がないため、近隣市町の施設を活用し、養育が一時的に困

難になった児童や、緊急一時的に保護を必要とする母子を一定期間養育保護することにより、児童及び

家庭の福祉の向上を図ります。 

 

 
 

⑤ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

【事業概要】 

生後 4 か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況ならびに養育

環境の把握・子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては、専門機関と連携

しながら適切なサービスの提供に結びつける事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度以降の見込みは推計児童数における各年の０歳児数としています。 

【確保方策の考え方】 

こども若者相談センターの子育てコーディネーターが、生後 4 か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、

面会できなかった児童については、保健センター等の関係機関と連携し、現地確認に努めます。また、

支援が必要な家庭に対しては適切な子育て支援情報の提供や、専門機関との連携によって対応します。 

 

 
 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み① 7 人 6 人 6 人 6 人 6 人 7 人

 確保方策② 7 人 6 人 6 人 6 人 6 人 7 人

 ②‐① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み 824 件 813 件 807 件 802 件 796 件 858 件
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⑥ 養育支援訪問事業 

【事業概要】 

児童の養育を行うために支援が必要でありながら、子育てにかかるサービスが利用できない家庭に対

し、専門的な相談指導・助言を行うほか、出産前で特に支援が必要と認められる妊婦に対しても同様の

支援を行います。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和２年度～令和５年度の平均値とし、令和７年度以降は０歳児の人口の

変化と同様に推移するものとしています。 

【確保方策の考え方】 

児童虐待の未然防止、早期発見のために関係機関と定期的に情報共有を行い、支援を必要とする家庭

に対しては、保健師や保育士等の訪問による養育相談や支援を行います。 

 

⑦  子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

【事業概要】 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネ

ットワーク構成員（関係機関）の専門性やネットワーク機関間の連携を強化し、地域住民への周知を図

る取り組みを実施する事業です。 

【確保方策の考え方】 

調整機関職員や要保護児童対策協議会構成員が資質向上を図る研修を受講するとともに、児童虐待防

止につながる子育て支援等についての講演会を開催し地域住民への周知を図ります。 

 

 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み 81 件 80 件 79 件 79 件 78 件 84 件



 

128

⑧ 地域子育て支援拠点事業 

【事業概要】 

子育て中の保護者と子どもに対して公共施設や保育所等地域の身近な場所で、子育てに関する相談や

情報提供を行いながら、交流する場所を提供する事業です。 

【量の見込みの考え方】 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和元年度～令和５年度の平均値（新型コロナによる利用減考慮）とし、

令和７年度以降は令和元年度～令和５年度の平均伸び率を適用しています。 

【確保方策の考え方】 

当事業を実施する各施設では、利用希望について、それぞれの施設で対応することとなります。 

 

（参考：市内の子育て支援拠点施設） 

※上記拠点のほか、市独自拠点として、出張型のプレイルーム・0歳児交流会を随時行っています（全4か所：令和６年度時点） 

 区

域
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 全 
域

量の見込み 46,134 人 49,527 人 53,170 人 57,080 人 61,278 人 42,974 人

 確保方策 拠点 13 ヵ所 13 ヵ所 13 ヵ所 13 ヵ所 13 ヵ所 13 ヵ所

 川
西
南

量の見込み 8,737 人 10,163 人 11,774 人 13,589 人 15,629 人 7,478 人

 確保方策 拠点 3 ヵ所 3 ヵ所 3 ヵ所 3 ヵ所 3 ヵ所 3 ヵ所

 川

西

量の見込み 24,305 人 26,386 人 28,530 人 30,729 人 32,983 人 22,288 人

 確保方策 拠点 ５ヵ所 ５ヵ所 ５ヵ所 ５ヵ所 ５ヵ所 ５ヵ所

 明

峰

量の見込み 2,880 人 2,905 人 2,918 人 2,921 人 2,913 人 2,843 人

 確保方策 拠点 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所

 多

田

量の見込み 2,735 人 2,425 人 2,141 人 1,884 人 1,652 人 3,071 人

 確保方策 拠点 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所

 緑

台

量の見込み 501 人 563 人 630 人 702 人 780 人 444 人

 確保方策 拠点 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所

 清
和
台

量の見込み 1,768 人 1,918 人 2,072 人 2,230 人 2,392 人 1,623 人

 確保方策 拠点 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所

 東

谷

量の見込み 5,208 人 5,167 人 5,105 人 5,025 人 4,929 人 5,227 人

 確保方策 拠点 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所 1 ヵ所

 区域 拠点施設名

 川西南 アップルみなみ、アップルかも、久代児童センター

 川西 川西児童館、アステ川西、アップルちゅうおう、こども若者相談センター、タブリエ

 明峰 TSUNAGARI

 多田 アップルただ

 緑台 キオラクラブ

 清和台 まるの間

 東谷 アップルまきのだい
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⑨ 一時預かり事業（幼稚園等） 

【事業概要】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった園児について、通常の教育時間の前後や長期

休業期間中等、主に昼間において幼稚園等で一時的に預かる事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和２年度～令和５年度の平均値とし、令和７年度以降は２号認定及び１

号認定の平均伸び率を適用しています。但し、令和元年度量の見込みは異常値と判定して除外していま

す。 

【確保方策の考え方】 

当事業を実施する幼稚園等では、在園児の利用希望について、それぞれの園で対応することとなりま

す。 

 

 

⑩　一時預かり事業（保育所、ファミリーサポートセンター等） 

【事業概要】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児について、主として昼間にお

いて、認定こども園・保育所、その他の場所において一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度の量の見込みは令和２年度～令和５年度の平均値とし、令和７年度以降は令和元年度～令

和５年度の平均伸び率を適用しています。 

【確保方策の考え方】 

一時預かり事業を、特定教育保育施設及び地域型保育事業所等で実施します。 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 
量

①

1 号認定 4,671 人 5,055 人 5,472 人 5,922 人 6,410 人 4,315 人

 2 号認定 48,280 人 52,256 人 56,559 人 61,216 人 66,258 人 44,607 人

 計 52,951 人 57,311 人 62,031 人 67,138 人 72,668 人 48,922 人

 確保方策② 52,951 人 57,311 人 62,031 人 67,138 人 72,668 人 48,922 人

 ②‐① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み① 3,831 人 4,065 人 4,313 人 4,576 人 4,865 人 3,611 人

 
確

②

一時預かり事業 3,507 人 3,722 人 3,949 人 4,189 人 4,445 人 3,306 人

 子育て援助活動 
支援事業

324 人 343 人 364 人 387 人 410 人 305 人

 子育て短期支援事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

 ②‐① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人



 

130

  

⑪ 病児保育事業 

【事業概要】 

病気や病気回復期にあり集団保育が困難な児童を、保護者の就労等の理由で保育できない際に、保育

施設等に設置された専用室で預かる事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度度の量の見込みは令和２年度～令和５年度の平均値とし、令和７年度以降は令和元年度～

令和５年度の累乗根を適用しています。 

【確保方策の考え方】 

病気やけがの病中から児童の保育を実施する本事業は 1 日あたり 3 人の定員で実施しています。 

 

⑫ 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター）（就学児） 

【事業概要】 

子育ての援助をしたい人（協力会員）と援助をしてほしい人（依頼会員）が会員となり、地域の中で

助け合いながら子どもを自宅で預かるなどの子育て援助活動をする組織の会員相互の連絡・調整を行う

事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和２年度・令和３年度はコロナの影響により減少したと考え、令和６年度以降の量の見込みは令和

4 年度の利用率により、小学生の人口の変化と同様に推移するものと想定します。 

【確保方策の考え方】 

ファミリーサポートセンターにおける相互援助活動を実施することにより、仕事と育児を両立し安心

して働くことができる環境を整備し、地域の子育て支援を行います。また、預かり中の子どもの安全対

策のため、協力会員への講習会等を実施します。ファミリーサポートセンターについての PR を強化し、

相互援助活動を担う協力会員の確保に努めます。 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み① 206 人 227 人 252 人 279 人 308 人 186 人

 
確

②

病児保育事業 206 人 227 人 252 人 279 人 308 人 186 人

 子育て援助活動 
支援事業

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

 計 206 人 227 人 252 人 279 人 308 人 186 人

 ②―① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 
量

①

低学年 1,171 人 1,130 人 1,124 人 1,100 人 1,113 人 1,161 人

 高学年 187 人 185 人 180 人 181 人 175 人 189 人

 計 1,358 人 1,315 人 1,304 人 1,281 人 1,288 人 1,350 人

 確保方策② 1,358 人 1,315 人 1,304 人 1,281 人 1,288 人 1,350 人

 ②―① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
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⑬ 妊婦に対する健康診査 

【事業概要】 

母子保健法第 13 条に基づき、妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数の

妊婦健康診査を受けられるよう、妊婦健康診査費の助成を実施する事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和６年度以降の量の見込みは、令和元年度～令和５年度の平均利用率を適用しています。 

【確保方策の考え方】 

産科または婦人科の医療機関及び助産所（国内）において実施した妊婦健康診査費の助成を実施しま

す。 

 

 

 

⑭　実費徴収に係る補足給付を行う事業 

【事業概要】 

各施設事業者において実費徴収を行うことができる①日用品、文房具等または行事への参加に要する

費用、②給食費について、保護者の世帯所得の状況等を勘案し、低所得者の負担軽減を図るため、公費

による補助を行うものです。 

【確保方策の考え方】 

教育保育給付認定の子どもの保護者のうち、生活保護世帯等を対象に、①日用品、文房具等または行

事への参加に要する費用の補助を実施しています。また、令和元年 10 月以降、施設等利用給付認定の

子どもの保護者のうち、年収 360 万円未満相当世帯及び所得にかかわらず、第 3 子以降を対象に、②

給食費のうち副食材料費に要する費用の補助を実施しています。 

 

⑮　多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

【事業概要】 

保育の受け皿拡大や子ども・子育て支援新制度の円滑な施行のためには、多様な事業者の能力を活か

しながら、保育所、地域型保育等の設置を促進していくことが必要です。 

新たに設置・開設した施設が事業を安定的かつ継続的に運営し、利用者との信頼関係を築いていくた

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 
量

受診者数 1,227 人 1,211 人 1,202 人 1,194 人 1,185 人 1,278 人

 健診回数 9,911 回 9,779 回 9,707 回 9,647 回 9,574 回 10,320 回

 

確保方策

実施場所：産科または婦人科の医療機関及び助産所（国内） 
実施体制：兵庫県内協力医療機関及び助産所で受診…助成券 

兵庫県内協力医療機関及び助産所以外で受診…償還払い 
検査項目：妊婦健康診査にかかる検査項目
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めには一定の期間が必要であることから、新規事業者が事業を円滑に運営していくことができるよう支

援、相談・助言、さらには他の事業者の連携施設のあっせん等を行うものです。 

【確保方策の考え方】 

平成 28 年度から地域型保育事業施設を対象に、事業を円滑に実施していくことができるよう、保育

内容や指導法等の総合的な指導を行っています。 

また、地域型保育事業における、連携施設のあっせん等についても、必要に応じて実施できるよう検

討します。 

 

⑯　子育て世帯訪問支援事業【新規】 

【事業概要】 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーなどがいる家庭の

養育環境を整え、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施し、虐待

リスクなどの高まりを未然に防止するための事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和 7 年度以降の量の見込は、各年度の全児童数（0～17 歳）に占める対象世帯数に、推計児童数（0

～17 歳）と平均利用日数を乗じて算出しています。 

なお、対象児童数や平均利用日数については、令和 6 年度実績をもとに算出しています。 

【確保方策の考え方】 

こども若者相談センターの支援員が、各家庭に訪問し実施します。 

 

⑰　児童育成支援拠点事業【新規】 

【事業概要】 

養育環境等に課題を抱える児童、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所となる場を開設

し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支

援、食事の提供等を行うとともに、状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の状況

に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、児童の最善の利益の保障と健全な育成を

図るための事業です。 

【量の見込みの考え方】 

調整中 

【確保方策の考え方】 

調整中 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み① 178 人 177 人 175 人 173 人 171 人 180 人

 確保方策② 178 人 177 人 175 人 173 人 171 人 180 人

 ②‐① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
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⑱　親子関係形成支援事業【新規】 

【事業概要】 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、抗議やグループワ

ーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施

するとともに、同じ悩みや不安を抱えている保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交

換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を

はかるための事業です。 

【量の見込みの考え方】 

令和 7 年度以降の量の見込は、各年度の全児童数（0～17 歳）に占める対象世帯数に、推計児童数（0

～17 歳）を乗じて算出しています。 

なお、対象児童数については、令和 6 年度実績をもとに算出しています。 

【確保方策の考え方】 

こども若者相談センターとこども支援課が連携して、いわゆる「ペアレントトレーニング」を実施し

ます。 

 
年度

令和７年 
（2025 年）

令和８年 
（2026 年）

令和９年 
（2027 年）

令和 10 年 
（2028 年）

令和 11 年 
（2029 年）

【参考】 
令和６年 

（2024 年）

 量の見込み① 50 人 49 人 48 人 48 人 48 人 50 人

 確保方策② 50 人 49 人 48 人 48 人 48 人 50 人

 ②‐① 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人



資料３－２

第 1 回子ども・若者未来会議意見をふまえた計画（案）修正対比表 

 No. 頁 項目 委員意見 事務局（回答）

   1 7

全般 「こども」の定義、表記方法について記載する必要がある。

第１章　５　計画の対象・表記　として追加 

以下追加内容（案） 

こども基本法における「こども」とは、心身の発達の過程

にある者とされています。 

本計画での「こども」表記の基準について 

（１）特別な場合を除き、平仮名表記の「こども」を用い

る。 

（２）特別な場合とは例えば以下の場合をいう。 

ア　法令に根拠がある語を用いる場合 

イ　固有名詞を用いる場合 

ウ　他の語との関係で「こども」表記以外の語を用いる必

要がある場合

  2 76 理念 こどもまんなか社会とかいう理念の中でも子どものウェル

ビーイングという言い方をしているので、状態を表す言葉と

しては「幸せ」よりは、「ウェルビーイング」の方がしっくり

くる。

「ウェルビーイング」はこども大綱にも記載されている重要

な文言であると理解していますが、一般的には「幸せ」の方

が身近であり、市の総合計画でも使用している「幸せ」を使

用していきたいと考えています。

  3 76 理念・目標 子どもたちを一番に考えて子どもたちがわかりやすい言葉

にする。
やさしい版を作成する際に検討します。

  4 76・

77

基本目標 就学前のところにフォーカスされているので、中学、高校と

かもう少し中学以降のところで基本目標のところで細分化

して表記する。

基本理念・基本目標・基本目標ごとの文章を変更しました。

 基本目標毎の文章の量に違いがある。施策の量に繋がってい

るのか。
基本理念・基本目標・基本目標ごとの文章を変更しました。

 5 76 基本目標 2 「保護者が子育てについての第一義的責任を有すること」の 基本理念・基本目標・基本目標ごとの文章を変更しました。



資料３－２

No. 頁 項目 委員意見 事務局（回答）

 「第一義的責任」という表現をそのまま使用しなくてもよ

い。子どもができたら社会で受け入れて、社会が面倒を見る

ことが表現できる文言に変更。

 「子育て世帯が社会から孤立せず」より、「子どもたちが地

域で育つ環境の整備」を目標にした方がよい。
基本理念・基本目標・基本目標ごとの文章を変更しました。

 「孤立」を社会的子育てみたいな子育て世帯がその社会から

包まれているようなイメージにする。
基本理念・基本目標・基本目標ごとの文章を変更しました。

 6 77 基本目標 4 「若者無業者」という言葉をなくすか、状態を示す言葉に置

き換える。「生きづらさを抱える若者」とか少し緩やかな表

現もありか。

「若者無業者」を「生きづらさを抱える子ども・若者」に変

更いたします。

 障害のある子どもたちの表記が、見当たらない。 「ひきこもりや若者無業者、不登校など、社会生活を営む上

で困難を有する子ども・若者」を「ひきこもりや不登校、障

がいなど、生きづらさを抱える子ども・若者」に変更いたし

ます。

 7 77 基本目標 5 子どもの権利条約の「子ども」なら、ひらがな表記である。 No.1 の意見「こども表記」のとおりです。


